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令和５年11月13日 

◎三石委員長 ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。 

   （９時59分開会） 

◎三石委員長 本日の委員会は、11月10日に引き続き、「令和４年度高知県一般会計及び特

別会計の決算審査について」であります。 

お諮りいたします。日程についてはお手元にお配りしてある日程案によりたいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎三石委員長 御異議ないものと認めます。 

《産業振興推進部》 

◎三石委員長 それでは、産業振興推進部について行います。 

初めに、部長の総括説明を求めます。なお、部長に対する質疑は、各課長に対する質疑

と併せて行いたいと思いますので、御了承願います。 

（総括説明） 

◎三石委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈計画推進課〉 

◎三石委員長 最初に、計画推進課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

◎久保委員 まきのさんの道の駅の整備なんですけども、令和４年度の事業で、御承知の

とおり、もう済んで終わったことやから、それ自体についてはもうしょうがないけれど、

気をつけてもらいたいことがあって、「らんまん」は今年の４月から放送が始まったと思う

んやけど、道の駅の整備が終わったのがたしかそれから二月か三月くらい後でオープンし

たと思う。もちろん道の駅の規模だとか中身についていろいろ佐川町のほうで、あるいは

町長選絡みもあって決定が遅くなったのは承知しておるんですけども、それにしても、建

築工期をきちっと詰めて、なるだけ４月の放送に間に合うようにしなければならなかった

んじゃないかと思いますし、５月の業務概要委員会のときにも、現地でもその話はさせて

もらいましたけども、そのことについての見解をお願いいたします。 

◎岡本計画推進課長 佐川の道の駅につきましては、おっしゃるとおり６月26日にオープ

ンしました。全体の計画の見直しが発生して、どうしても６月になったということですけ

れども、「らんまん」の放送に合わせてオープンというのがよかったと思いますので、また、

計画推進課、地域本部ともども、そうしたスケジュール感をきちんと把握しながら、しっ

かりサポートしていきたいなと思います。 

◎久保委員 今回の佐川の道の駅についてはもう終わったことですが、ただ、これからの
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計画、事業の執行に向けて、もちろん執行は市町村が主体ですけども、県も５億円くらい

の補助金を出しているわけですんで、ぜひ、そこのところについて気をつけていただきた

いと思いますんで、これは要請をしておきます。 

◎中根委員 私もこの一覧表を見ていて、雇用計画人数、その中に常勤、パート等と書か

れています。１番の佐川町であれば、常勤６人というのは、佐川町の職員が６人で、佐川

町のパートの方が16人という考え方でいいですよね。 

◎岡本計画推進課長 この道の駅ですが、指定管理者に委託をしておりますので、そちら

側での雇用ということです。 

◎中根委員 佐川町に住んでいる方で、この道の駅の委託業者に６人とか16人とかは、無

理のない雇用形態だったんでしょうか。苦労されたのか。そのあたりが佐川町内ではどん

なふうに受け取られているのか教えてください。 

◎岡本計画推進課長 無理のない雇用計画だと私どもも思っております。実際、実績とし

ても常勤６人、またパートは、現時点で15人雇用しているとお聞きしております。 

◎中根委員 道の駅に私も行きましたけど、本当にすてきで楽しいなと。こんな中でそこ

に参集をする方たちを雇用するのは大変だったんじゃないかなという意識を持っています

が、それぞれの地域地域でいろんな事業を立ち上げるときに、人の問題はとても大変だと

思うんですが、ほかのところも含めて、あまり無理のないというか、すぐに人が集まって

いるのかどうか、そのあたりを知りたかったのですが、どうですか。 

◎岡本計画推進課長 特段、佐川町から難しかったという報告は受けてはいないです。 

◎寺内委員 令和４年度に県内事業者へのＳＤＧｓの取組の支援を行っていますけども、

その成果、評価はどのように捉えられるか、聞かせてもらえませんか。 

◎岡本計画推進課長 高知県では、ＳＤＧｓに取り組む企業を登録する制度を設けており

ます。令和４年度末現在で343社ということで、これは目標としていた220社を上回り、想

定を上回る事業所が登録してくれているなと思っています。また、この数につきましては、

同様の制度を設けている四国の数も上回っている状況です。 

◎寺内委員 国のほうでもＳＤＧｓの進捗が遅れているいうことなんで、県としても頑張

っていただきたいと思います。 

事務費で余った分について、先ほど課長の説明でいくと、会議等においては、現場に行

かなくて、ＤＸが進んでＺｏｏｍ会議等で対応したということだったんですけども、それ

はＺｏｏｍ等で今後も終わらせる会議なのか、もしくは行ったほうがよかったんか、それ

も影響してくると思うんですよ。コロナで一つは短所でもあったんですけども、今後の課

題の長所になる分で、行って会議を行うことは必要か。それともそのまま行かなくてもよ

いのか。どのように解してこられたか、聞かせてもらえませんか。 

◎岡本計画推進課長 特に事業者の方々と顔を突き合わせてやっていくことがベター、ベ



- 3 - 

ストという場合もあると思いますので、ケース・バイ・ケースで対応していくことかなと

思います。 

◎下村委員 産業振興推進事業費の産業振興アドバイザーの関係なんですけど、まず成果

についてお聞きしたいと思います。やっぱり外部の目が入って、いろんな事業に対して様々

な指摘、またサポートしていただけるという、この制度本当に大切で大事な事業だなと感

じているんですけど、今までやってきた課題に対してうまく進んだなあとかいうのがあれ

ば、どういうふうに進んだというのをぜひお聞きしたいなというのが１点と、それから、

地域の頑張る人づくり事業費補助金の関係なんですけど、意欲ある担い手を育成していく

ということで、これもずっと取り組まれてきた事業で、さっき言ったような様々な産業を

支えていくためには、こういう意欲ある人たちがたくさん育っていくことが大切だと思う

んですけど、事業をやってきて、実際そういう人たちが地域の中でどういう形で活躍して

いる状況なのか、そのあたりのお話をできれば聞かせてください。 

◎岡本計画推進課長 まず１点目の産業振興アドバイザーの派遣です。例としますと、道

の駅の関係ですけれども、ここにもアドバイザーを派遣いたしました。道の駅の柱商品で

あるバームクーヘンですとか、プリンとかクッキー、そうしたオリジナル商品の開発を進

めるアドバイスをさせていただいて成果も上がっております。 

また、頑張る人づくり事業費補助金ですけれども、昨年度、一般社団法人しまんとのわ

に、持続可能な社会と自然再生、四万十の自然を使ったソーシャルビジネスができないか

ということで研修会を開催した実績があります。それを令和５年度にフォローアップして

みますと、新たにクラウドファンディングを使って、現時点で70万円を集めたという実績

もありますし、そのほかにも過去のものですけど、新たに商品開発ができたとかいう実績

もあります。 

◎下村委員 産業振興アドバイザーの関係は、今そうやって例示を出していただいたんで

すが、実際やってみて、この事業はどういうふうによかったのか悪かったのか、総括を聞

かせていただきたいのと、さっきの意欲ある担い手の育成なんですけど、これも例示して

いただいたんですが、自分がここの中で聞きたかったのは、実際こうやって育ててみて、

どれぐらいの人たちが育っているのか、数字で言うのはなかなか難しいと思うんですけど、

割合的なもの、大体こういうふうに教育してみて、どのぐらいの感覚でそういう人たちが

育ってきているのかなあというのが、数字を出すのは難しいと思うんですけど、感覚的な

もんでいいんで、この事業をやった成果ですね。そのあたりを教えていただきたいです。 

◎岡本計画推進課長 １点目の産業振興アドバイザーですけれども、直近でいいますと、

令和３年度にやったアドバイザーにつきまして、その翌年度、成果があったのかというフ

ォローアップ調査をしております。１年後のフォローアップ調査ということですけど、そ

の中で、目標数が37件ありますけど、37件に対して、目標が主に達成できたか、あるいは
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目標に向けて進捗しているというのが９割以上ありました。そういう意味ではやっぱり成

果が上がっていると思っております。 

それからもう１点、頑張る人づくり事業費補助金です。定量的でいいますと、過去のこ

の補助金を執行したものから、例えば、新たな商品開発につながったのが55件、あるいは

起業につながったのが17件ということで、一定この補助金を受けて勉強していた成果が出

ているかなと思っております。 

◎下村委員 難しい質問で申し訳なかったと思うんですけど、やっぱりこうやって支援を

入れて補助金を入れてみて、具体的に次へつながっていく成果が出ているのかというとこ

ろが一番大事で、さっき言ってた地域の魅力ある、頑張ってやっていきたい意欲ある担い

手なんかも含めてですけど、やったことによって、その人たちがどんどん次へ発展してい

ける土壌をつくっていくことが一番大切だと思います。この予算は今年度で終わっちゃう

んですかね。こういう形で支援が続いていくようにまたいろんな形でやっていただければ

と思います。 

◎はた委員 ＳＤＧｓの推進事業委託料についてお聞きします。この中に、セミナーの開

催だとかワークショップということで、企業とともにＳＤＧｓを進めるという目的がある

かとは思うんですけれども、産業振興推進部としてのＳＤＧｓの中における目的は明確に

されているんでしょうか。例えば持続可能な経済のためにこういったもの、ＳＤＧｓは百

数項目の目標がありますので、産業振興推進部としては、ここを中心にやっているとかと

いう目的、狙いはあるんでしょうか。 

◎岡本計画推進課長 部として、17目標のうち特にこの目標をというのはありません。や

はり県内事業所においてＳＤＧｓを進めていただくことを一番の目的としておりますので、

特にこの部分をターゲットということはしておりません。 

◎はた委員 各企業が目標を超えて登録されたということなんですけれども、大事なのは

ＳＤＧｓをただやっていますとか考えていますということではなくて、目標を持ってそれ

がどう進んでいくのか、それにどうやって県としてフォローアップしていくのか、支えて

いくのかということが必要だと思うんですけど、中長期的に見て、このＳＤＧｓの事業を

どういうふうに支えていくおつもりなのかというのと、今回、セミナー、ワークショップ

をされたので、そこで各企業の産業としてのどういうものを企業は動いてるのか、そうい

う特徴があったと思うんですけど、それも教えていただけますか。 

◎岡本計画推進課長 どう支えていくのかということですけども、まず登録企業におきま

しては、１年後に進捗状況といいますか取組状況報告をしていただいています。それにつ

いては県でも確認させていただいています。また、アドバイザーを派遣する制度を設けて

おりますので、もしオーダーがあればまた派遣するというフォローもしていきたいなとは

思っております。 
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◎はた委員 産業振興推進部としてＳＤＧｓを掲げるその狙い、目標はどこにあるのか。

17項目あるとしたら、どこに狙いを持ってされているのか。 

◎沖本産業振興推進部長 今、課長から17目標のうち特にこの目標というのはありません

とお話をさせてもらいましたけど、産業振興はすごい広い範囲を網羅しておりますので、

産業振興計画の中では、とにかく人の確保ということで、ＳＤＧｓに取り組んでいないよ

うな企業に若い人たちは関心を持たないので、しっかりと人材確保のためにもＳＤＧｓを

することが大切ですよというのが１点。 

もう一つは、やはりこういった経済と道徳が一緒に進むことによって高知県の企業が未

来永劫継続していく仕組みをつくりましょうということでやっていますので、環境問題か

ら全てを網羅して産業振興推進部でやっているわけではありません。あくまで産業振興と

いう視点で考えたときにどういったことをやるのかということで、経済に重きを置きなが

ら、人材確保だとか、そういったところをしっかりコーチングやっていきましょう、そう

じゃないと高知に帰って来てくれませんよということをやっております。 

◎はた委員 せっかくやる以上は、部長が言われた人材確保がどういうふうに進むのか、

また企業がこの人材確保につながる目標を持たれて進んでいるのかという進捗管理ができ

るような体制でないと。登録しました、報告しましたということで、全体の動きがつかめ

ない。また、方向性もそれが高知にとっていいのかというのが見えてこないと思うので、

そこを明確にした体制が必要だと思うんですが、それが取られているのかどうか。 

◎沖本産業振興推進部長 登録するのが目的ではなくて、ＳＤＧｓを推進して、企業の皆

さんに将来に向かって高知県を担っていただくというのが目的ですので、まず今は登録を

していただいて、ＳＤＧｓについて知見を深めていただいて、そして学生が各企業を回っ

て、今こんな取組に対して私たちはこんな関心がありますという発表会をセミナーの中で

もしてもらうようにしておりまして、パンフレットも学生に作ってもらっています。そし

て学生の関心がこれだけ高いんですよと周知してもらうことで人材確保に努めてもらって

おります。それで定性的・定量的にどれだけの雇用が増えたというのは今の時点ではなか

なかつかみにくいところがありますけれども、やはり企業が今後継続して生き残っていく

ためには、そういう視点が必要ですよということで取組を進めております。 

◎橋本委員 産業振興推進総合支援事業費補助金というのが産業振興計画の肝になるんだ

ろうなとは思っています。経済活動についてある一定フォローしていくという考え方があ

って、生産性の向上と、地域の生産意識の高揚と、それから職場の確保という観点がある

んだろうと思うんですが、例えば、今までずっとやり続けてきて、いろんな形でフォロー

アップしているんだろうと思うんですけれども、どういうふうな流れになってきているの

か、簡単でいいですからお示しいただければありがたいなと思います。 

◎岡本計画推進課長 まず補助金を入れた事業につきましては５年間のフォローアップを
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しております。また地域本部から、人的支援をさせていただいております。 

◎橋本委員 ５年間はフォローアップするんだろうけれども、その５年間フォローアップ

した段階で、どういう形で生産性が上がっているのか、下がっているのか。それとも例え

ば地域の生産意識の高揚ができているのか。それから働く場の確保は安定してあるのかと

いうことが検証できているのかどうかをお答えいただければありがたい。 

◎岡本計画推進課長 毎年フォローアップをさせていただいておりまして、例えば補助金

の申請時に売上げの目標ですとか、雇用の目標ですとかを出してもらっておりますので、

どうだったのかを検証させていただいております。 

◎橋本委員 目標の設定がなされていて、その目標を達成したのかどうなのかは当然、見

える化しているわけですよね。 

◎岡本計画推進課長 はい。そのとおりです。 

◎中根委員 関連ですけれども、産業振興推進総合支援事業費補助金で不用が出たときに、

資材の高騰によって断念した事業がありますというお話でしたが、それは何件くらいある

んでしょうか。 

◎岡本計画推進課長 １件です。 

◎大石副委員長 すぐ分かるかどうかあれなんですけれども、産業振興推進総合支援事業

費補助金なんですけれども、産業振興計画が始まって第１期が平成21年から23年で第２期、

第３期、第４期とやってきたわけですけれども、それぞれの期で件数と金額の推移といい

ますか、傾向はどんな感じになっていますか。 

◎岡本計画推進課長 まず第１期、第２期がやはり件数としては多いです。例えば第１期

の平成21年から23年でいきますと、件数が43件、57件、38件とかなり多いですけれども、

第４期は令和２年が12件、令和３年が７件、令和４年が７件で、件数としては少なくなっ

ております。 

◎大石副委員長 そういう傾向だと思うんですけれども、それを新規の発掘がもうなかな

かできなくなっていると見るのか、それとも第１期から続けてきてやってきたところのフ

ォローアップで忙しくなっているのか。どういう分析をされていますか。 

◎岡本計画推進課長 この産業振興推進総合支援事業費補助金を使う前に、地域アクショ

ンプランで新規事業の掘り起こしが出てきますけども、やはり第１期当初につきましては、

この掘り起こしたものに対する補助金が多かったのではないかと思っております。第４期

では、やはりそういうのが少なくなってきたということと、ほかの事業、例えばコロナの

新事業チャレンジとか事業再構築とかありますので、そちらの利用があったことも要因と

してあるのかなと思います。 

◎大石副委員長 第１期からいろいろ補助金を出してきた取組で、既にうまくいかなくな

って諦めたものとか、やめてしまったものはあるんでしょうか。 
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◎岡本計画推進課長 はい。一定はあります。 

◎大石副委員長 割合はどれぐらいなりますか。 

◎岡本計画推進課長 申し訳ございません。資料が手持ちでありませんが、１桁ぐらいか

なと思います。 

◎大石副委員長 分かりました。そういった中で、先ほど地域アクションプランという話

がありましたけれども、その地域アクションプランを支えたり掘り起こすのに地域支援企

画員がいると思うんですけれども、その地域支援企画員の数も去年かおととしか少し減ら

していますよね。そういった中で、この地域支援企画員の活動とか能力にもかなり濃淡が

あるんじゃないかという話も聞くんですけれども、このあたりのフォローとか、あるいは

在り方をどういうふうにお考えでしょうか。 

◎岡本計画推進課長 地域支援企画員は若手職員が主という状況もありますので、まず新

任で来て４月１年間は地域本部で座っていただいて、まず１か月勉強していただくという

ことをしております。それだけではなくて、やはりほかの情報も知りたいのではないかと

いうことがありますので、地域支援企画員同士が集まって情報交換する場なども構えて、

スキルアップに努めているところです。 

◎大石副委員長 ぜひ頑張っていただきたいと思います。最後にしますけれども、件数が、

残念ながらといいますか、どう言うか分かりませんけど、減っていると、金額も減ってい

るという、この状況に対して本課としてはどういうふうに捉えているのか。不本意な結果

だと見るのか、それともまだまだ頑張る余地があるからやらないといけないと見るのか、

そのあたりはいかがでしょうか。 

◎沖本産業振興推進部長 実は第５期に向けて振興監を集めて、去年度から今年度にかけ

て地域アクションプランの掘り起こしをどんどんやろうという号令をかけて、みんなやっ

てもらいました。現実的にはなかなかないのと、あと種を植えて芽が出始めているんです

けど、アクションプランまで行くにはちょっと早いというのが県内に幾つかあります。第

１期、第２期、第３期については、新規雇用の数も大体500人平均ぐらいでいっていたのが、

第４期になると200人ちょっとぐらいになっていて、雇用も落ちているということもありま

す。だから、第５期に向けては、これから中山間の人口を増やすという大目標がある中で、

地域アクションプランでの雇用の創出は非常に期待されていると思っていますので、でき

る限り既存のアクションプランの拡大と、新規のアクションプランをできるだけ掘り起こ

して新たな産業を生み出す、そして起業が今チャンスですので、中山間で起業する環境づ

くりをしていくのをこれから頑張っていきたいと思っています。 

◎大石副委員長 ほとんど、お願いしたいことを部長が御答弁いただいたんで、それで頑

張っていただきたいと思いますが、最後に、期待があるというお話でしたけれども、非常

に大事になってくるのは、もちろん地域支援企画員に頑張ってもらう現場のことも大事で
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すけれども、地域の市町村長、首長がやはり意欲を持って取り組もうという姿勢がないと、

こういうものは実にならないと思うんですけれども。そのあたり市町村長との意思の共有

とか、市町村長のやる気を喚起するような取組は十分できているんでしょうか。 

◎沖本産業振興推進部長 正直、温度差がありますが、総じて皆さん期待してくださって

おりますし、振興監に常々命じておりますのが、とにかく市町村長のところに足しげく通

って、とにかく御用を聞き回って、今どんな課題があり、どんなニーズがあるのかという

のを聞いて、人間関係もつくって飲みに行ってほしいということも言っていまして、そう

いう中でいろんなニーズを掘り起こしてもらいたいということを言っていますので、そこ

は今後も強化したいと考えています。 

◎大石副委員長 そういう意味では、食糧費も十分要求していただいて、頑張っていただ

きたいと思います。担当も大事ですけれども、これ実はトップセールスも非常に大事だと

思いますので、沖本部長が頑張られてきたと思いますけれども、部長、あるいは知事、知

事が忙しければ副知事、そういった意味で県庁がしっかり市町村長と話をする体制をぜひ

つくっていただきたいということを要請しておきたいと思います。 

◎橋本委員 先ほど課長の答弁で、目標の数値は設定してあるという話なんですが、それ

ぞれの事業に対するフォローアップしたときの目標数値の達成率というような資料はあり

ますか。 

◎岡本計画推進課長 達成率を何かしら明示したような資料はなくて、１年後、２年後と

か、事業者から報告を頂いて、また審査員の先生とかに見ていただいて、この事業どうか

ということで、場合によってはアドバイスをしていただくと、そういうふうな仕組みでや

っています。 

◎橋本委員 我々にそういう資料を頂けないかということを言っているんですが。 

◎岡本計画推進課長 ちょっとお時間を頂いて、また用意させていただきます。 

◎三石委員長 質疑を終わります。 

以上で、計画推進課を終わります。 

〈産学官民連携課〉 

◎三石委員長 次に、産学官民連携課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

◎はた委員 この起業促進事業費についてお聞きします。こうちスタートアップパークを

中心としたということで、会員数も増えてきたという報告だったかと思うんですけれども、

国の方針でもありますし、知事の発言にもありますけれども、女性の活躍推進という視点

で見たときに、この事業に女性たちが結びついてるかどうか、まずその点をお願いします。 

◎片岡産学官民連携課長 ＫＳＰなんですけれども、会員数を見ますと、男性と女性は大
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体半々ぐらいです。また、起業につながった件数も大体半々ぐらいで、女性の起業とかな

りわいづくりに貢献できていると考えております。 

◎はた委員 それと国の起業支援の創業支援事業費補助金ですけれども、これは採択３件

ということですけど、どの程度の相談や申請があって３件なのか。ちょっと少ないんでは

ないかと思うんですけれど、その点について。 

◎片岡産学官民連携課長 令和４年度は８件の申請がありまして採択が３件になります。

相談自体は40件から50件ぐらい頂いているんですけども、要件に該当しないとか、まだ時

期的に早いということで断念された方が多数でした。 

◎はた委員 申請が８件で採択が３件ということで、一定条件をクリアして申請している

にもかかわらず３件しかなかったのは、申請した人にとっては残念でならないと思うんで

すけれども、その原因が何なのか。また、県として支えることができなかったのか。何か

支援をしたけれどもこういう結果なのか。県の努力の点も含めてお願いします。 

◎片岡産学官民連携課長 申請に当たっては、専門家に何回か相談していただいて申請書

を出していただくという、そういった部分でのフォローをさせていただいております。ま

た、県の職員も御相談いただいた場合には相談に乗らせていただいているんですけども、

創業について補助金をお出しするに当たって、社会性ですとか必要性というものの配点を

高くしておりますが、そこで少し足りなかった申請がありました。申請をされて不採択に

なったものに関しては御連絡もさせていただいて、例えばこういうところをもう少し磨き

上げていただくと補助金に再エントリーできますよというアドバイスをさせていただいた

り、人によっては、学んでいただくこと、もう少し知識をつけていただくことがいいのか

なということで、ＭＢＡの受講などをお勧めしたりというフォローアップもしております。 

◎はた委員 社会性だとか必要性の判断は国がするということでしょうか。 

◎片岡産学官民連携課長 審査基準の中に社会性、必要性といった視点で判断してくださ

いと県から出しておりまして、それを御覧になって審査員の方が点数をつけていただいて

いるという仕組みです。 

◎はた委員 起業するに当たって社会性だとか必要性があるから申請をするわけですけれ

ども、その現場の起業したい方たちの必要性と、審査をする側の求める必要性、また社会

的条件というのに乖離がある場合、そこに納得いく理由が審査員側にあるのかどうか。そ

ういった現場の視点、起業したい側の視点に立って、その審査員の必要性に対する認識だ

とかいったところをチェックをするのは県としてされているんでしょうか。もう専門家任

せというか。 

◎片岡産学官民連携課長 一定は専門家の方に御判断いただいておりますけれども、こう

いった事業を採択というような目安といいますか、こちらからもお話はさせていただいて

おります。 
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◎下村委員 起業について聞きたいと思います。全国でも起業をサポートしていく、後押

ししていくということはたくさん行われていると思うんですけど、高知県として何か特筆

すべきサポートの仕方とかがあればぜひ聞きたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

◎片岡産学官民連携課長 他県と比べてきめ細やかな相談体制を整えております。高知市

での対面もそうですけれども、オンラインでも相談していただけるようにしておりますし、

また、東京、大阪にも相談窓口を設けております。一度でなくても何回でも御相談いただ

ければ乗ると、人を替えて対応すると、そういったこともさせていただいております。 

◎下村委員 今、課長からお話あったところが一番のポイントかなと自分も思っているん

ですけど、ある程度ビジネスモデルを自分の中でイメージして、社長が、こういう形でや

ったらビジネスは展開していけるかもしれないという、ある一定調査もして思い切って決

断して動き始めますけど、そこから継続していく、維持していくところがやっぱり一番難

しいと思うんですけど、そのあたり、維持していくところのサポートで、今言われた部分

がすごく力を発揮しているのかどうか、そのあたりはいかがでしょうか。 

◎片岡産学官民連携課長 私どもの起業の相談は、一旦は起業までの伴走支援をさせてい

ただいておりますけども、起業された後もお悩みを持って相談してこられる方が一定数い

らっしゃいます。その方に関してはフォローをさせていただいておりますし、別の機関、

例えば商工会とか商工会議所におつなぎしたほうがいい方はそういった機関におつなぎし

てフォローアップをしている状況です。 

◎下村委員 そのあたりの内容を含めて、これはもう主観的な感じで構わないですけど、

大体一つの目安として３年以上継続してやっているのがどのぐらいの感じ、実際起業して

みてどれぐらいの会社が生き残っているというか、継続しているのか、そのあたり感覚的

なもんでいいんで、あれば教えてください。 

◎片岡産学官民連携課長 ＫＳＰを通じて起業した方々に対してはフォローアップをさせ

ていただいております。その中で、事業をやめてしまったということで、当方で把握をし

ているのは僅か１件になります。事業が縮小してしまったりとか若干方向性が変わったり

ということはありますけれども、大方の起業された方が事業継続されているものと考えて

おります。 

◎下村委員 起業については、本当に今言われている内容が全てだと思います。特にサポ

ートしていく中で、起業している中で、せっかくこれだけの会員数がいるわけですので、

今思っているビジネスモデルよりもう少し展開を広げるとか、別の社長とくっつけて新し

いものにしていくとか、そこら辺はやっていてたくさん出てくると思いますので、そのあ

たりのフォローもまたよろしくお願いしたいと思います。 

◎土森委員 ＫＳＰの会員とは、起業した人が会員になるんですか。起業される方が会員

なんでしょうか。 
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◎片岡産学官民連携課長 ＫＳＰは起業会員と、あと企業でなっていただいている方がい

らっしゃいます。起業会員の方の半分ぐらいが将来起業をしたいなという方々で、近々起

業されたいという方は大体２割ぐらいになっております。 

◎土森委員 あとＭＢＡですけども、891人が勉強されたということで、いろんなパッケー

ジがあってすばらしい事業だと思います。高知県にとりまして本当にいい事業だと思うん

ですけど、いろんなところで産業、いろんな勉強があるがですけど、そこに来ていただい

た人が交流して会社と会社でつながっていくということが非常に大事だと思うんですけど、

そういうことはどういうふうに考えておられますか。 

◎片岡産学官民連携課長 年に数回ではありますけどもＭＢＡを受講していただいた方の

交流会は開催しております。その中で知り合われて組んでビジネスを始められたというケ

ースもあります。あとは同じ講座を受けておられて、一緒に学んでいる間にここは一緒に

やったほうがいいねということで組んでやられた方もいらっしゃいます。期を越えて、過

去に受講された方も含めて交流ができる仕組みを設けておりますので、その中から新しい

ビジネスが起こるようにいろいろマッチングとかもしていきたいと思います。 

◎土森委員 今、リスキリングという学び直しがあると思うんですけど、年代も100年時代

で非常に長くなってきておりまして、いろんな人が学び直し、勉強したいという人がいる

と思うんですけども、そういうところのパッケージもありますか。年代別でどれぐらいお

られますか。 

◎片岡産学官民連携課長 ＭＢＡを受講していただいている方なんですけれども、年代で

見ますと大体20代から50代の方で８割を占めています。まとめてになりますけども、二、

三十代の方が大体25％ぐらいで、四、五十代の方が55％ということで、まさに働き盛りの

方々に受講していただいております。 

◎土森委員 というものを県でやっているのはすごいことなので、ぜひとも続けていただ

きたいと思います。 

◎三石委員長 質疑を終わります。 

以上で、産学官民連携課を終わります。 

〈地産地消・外商課〉 

◎三石委員長 次に、地産地消・外商課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

◎下村委員 海外の貿易の関係で、今、グローバル化を知事が唱える中で、海外とつなが

っていくことは本当に大切なことだと思います。その中で、例えば貿易促進コーディネー

ターであったり、食品海外ビジネスサポーターであったり、そういった方たちが海外です

ごく活躍してくださっていて、本当にありがたいことだと思うんですが。その方たちが実
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際活動したことによってこういう成果を上げているという、その基準はどういうふうに判

断されているのかということがまず１点と、それから、こうやって海外、欧米も含めて米

国であったり欧州であったり、いろんなところで販売をしていますけど、その中の、今や

っていない、日系人が多く、つながりのある南米に対しての貿易の可能性については議論

されているのかどうかですね。この２点についてお聞きします。 

◎久保地産地消・外商課企画監（輸出振興担当） まず１つ目の貿易促進コーディネータ

ー、食品海外ビジネスサポーターの活動の成果をどう測っているかという御質問につきま

しては、貿易促進コーディネーターは、我々、地産地消・外商課の同じフロアにある高知

県貿易協会の中に籍を置いておりまして、貿易促進コーディネーターの日々の活動はもち

ろん報告を受けておりますし、週報・月報という形で、活動で出てきた課題とか、それか

らこことここがつながりました、今度この商社が高知に来ますとかいった情報は日常的に

交換しているところです。また、貿易促進コーディネーターは、海外出張の際に県内事業

者と一緒に海外に行っていただいていることもありまして、現場での活動報告を受けてお

ります。食品海外ビジネスサポーターにつきましては、海外の大きな展示会等につきまし

て、我々のほうから個別に、こういうミッションでお願いしますと最初にお願いしており

ますので、終わった後にその成果が得られたかどうか、どれぐらいの取引につながりそう

かという報告を受けている状況です。 

次の南米に対して貿易の可能性の検討をしているかという御質問につきましては、輸出

額のデータを毎年確認しておりまして、どこが有望市場でどこが新興市場でどこの人口が

増えていてということを分析しているところですけれど、現状、南米は平成26年でしたか、

１回ミッション団を送らせていただいて、その後の輸出額も確認しているところではあり

ますけれど、移住されている方が多いということはあるんですけれど、食品の特に経済の

交流という部分では、遠方であるということもあってなかなか輸出食品の輸出が立ちにく

い状況ですので、有望市場という位置づけはしていない状態です。 

◎西内委員 地域産品販売促進事業費、高知家のうまいもの大賞2023と高知を贈ろうギフ

トコンクール、これはコロナの絡みがあったと思うんですけれども、こういったもので実

際、売上げ増につながったのかどうか、どういう成果を出したのかということと、このう

まいもの大賞というものがそもそも認知されていないと購買にもつながらないわけですけ

ど、そのあたりどういう取組をされておるのかという２点。 

◎片岡地産地消・外商課長 高知家のうまいもの大賞は平成28年から始めておりまして、

約８年目になりますけど、98事業者179商品という過去最大の応募をいただき、その中の８

商品を入賞商品ということで、県内外の量販店等でしっかり販売すると同時に、県外での

展示商談会、大規模商談会等にも高知家のうまいもの大賞というブースをつくることで、

高知県の魅力的な産品をＰＲする場を設けました。 



- 13 - 

高知を贈ろうギフトコンクールのほうは、県産品を組み合わせたギフトを創出していこ

うと。もともと高知県は、お歳暮とギフトを購入する金額が、大手生命保険会社によると

全国で２位ということでですね。魅力的なギフトの組合せをすることによって、県民参加

型でお友達、ゆかりの方にギフトを送るように意識を醸成していこうということで、昨年

度取組を始めました。昨年度は目標が約100件の募集を想定しておりましたけど、応募件数

が341件ということですね。非常に大きな効果を頂いたと。我々はこの選ばれたギフトをし

っかり販売していく必要がありますので、百貨店とか量販店等のギフト、お歳暮のギフト

のカタログにも掲載すると同時に、県外の商談会でＰＲも行ってまいりました。 

◎西内委員 ギフト購入額が全国で２位というのは知りませんでした。人口当たりという

ことかな。総額ということはないと思うんですけれども。それとギフトコンクールについ

ては、成果といいますか、どんな結果が出るかはこれからだと思います。一方で高知家の

うまいもの大賞については、エントリー数が多いことをもって売上げにつながっていると

いう話にはなかなかならんところで、課としてはそれをどういうふうに効果が上がってる

と議論するのか。例えば事業者側から見たら何かしら看板がついたほうがありがたいとい

うことでやっとるんだと思うんですけど、それが売上げにつながっているのかどうかをも

し捕捉しているようであればお願いしたいのと。もう一つＨＡＣＣＰなんですけど、2021

年６月に義務化されて、現在でも課題とか問題点があるということなんですけれども、我々

もＨＡＣＣＰについてはお叱りをいただくんですが、どんな対応になっているか、どうい

う課題があるのかをお願いします。 

◎片岡地産地消・外商課長 高知家のうまいもの大賞なんですけど、募集件数は過去最大

になりましたけど、審査員はじめ、県内外のバイヤーからも非常に高い評価をいただいて

おります。県民の中ではまだまだ浸透はし切れてないかもしれませんので、啓発を今後引

き続きやっていかないといけないですが、例えば県内の量販店、サニーマートはじめ、い

ろんなところでコーナーを置いておりますけど、特に大賞を取れば売れるというのが事業

者の中では実績として認知されております。ただ、この商品で幾ら外商の拡大につながっ

たというのは拾い上げることはできていないんですけど、今後、さらに県民はじめ事業者

にも認知が広がるようにＰＲ等はしっかりしていきたいなと思っています。 

ＨＡＣＣＰの義務化は、食品衛生法の改正の関係で国のＨＡＣＣＰ制度が義務化された

ということであると認識しております。国のＨＡＣＣＰは薬務衛生課が所管にはなってお

りますけど、一定の衛生管理についてはもう全事業者が当たり前にしろということで法改

正がされ、義務化もされているわけなんですけど、コロナの影響もあって、まだまだ保健

所等を中心に十分に現場等の指導ができ切れていなかったと聞いております。商品を売る

上でも、バイヤーが来たときに衛生管理ができていない工場を見たときには商品取引につ

ながりませんので、コロナ等も一定収まってきた中で、来年度以降、保健所を中心に、国
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のＨＡＣＣＰ義務化をしっかり全事業者が遵守しているかを点検等できるよう体制等も強

化してまいりたいと聞いています。 

◎橋本委員 関連です。食品生産管理高度化支援事業委託料で、高知県食品衛生協会に委

託されていますよね。相当な金額なんですけれども、これは食品衛生法が改正されること

に伴い、多分、今、移行期間だと思うんです。2024年の５月にはこれがきちっと法に適用

されるので、それまでの移行期間の取組状況に対して、この令和４年の決算が非常に大き

く関わってくるなと思うんですけれども、その実績を示していただきたい。 

◎片岡地産地消・外商課長 国のＨＡＣＣＰの義務化の関係ですので、全事業者とすれば、

大体、県内１万事業者ぐらいあると思います。その中で何件の事業者が国のＨＡＣＣＰ義

務化レベルの基準をクリアしているかという、数字では持ち合わせてないんですけど、健

康政策部のほうも押さえ切れていないと思います。 

◎橋本委員 先ほど課長からも話があったように、産業振興計画、産業振興するに当たっ

て、製造に対する食品衛生法とのつながりは必要不可欠ですよね。これに対して高知県が

どういう状況であるのか分からないということになると、産業振興そのものに対してもし

っかりとした精度の高い手当てができるかどうかと非常に疑問に感じるんですけれども、

その辺いかがですか。 

◎片岡地産地消・外商課長 我々は県版ＨＡＣＣＰの認証制度を設けておりまして、これ

は外商に取り組む事業者、主に200社等を想定して、いわゆる国のＨＡＣＣＰ認証レベル以

上の一定の国内国外で通用する独自認証制度を設けております。それは先ほど申しました

外商に取り組む事業者が二百数十事業者なので、それに対してまだ半数程度の認証という

ことになっておりますけど、我々の産業振興、外商に寄与するという面でのＨＡＣＣＰの

目標値、実態は当然把握しております。 

◎橋本委員 私が聞いているのは、この食品衛生協会に委託しているそのＨＡＣＣＰ導入

支援に対するワンストップ窓口の設置とか、そういう手当ては、それに特化したものでは

ないのではないですか。全体の話でしょ。違いますか。 

◎片岡地産地消・外商課長 当課のワンストップ支援は外商の支援です。先ほど県内で約

１万件の事業者という話を言いましたけど、そのうち例えば飲食店が5,000事業者ぐらいあ

るんですね。飲食も当然、国のＨＡＣＣＰ認証レベルを取るべきなんでしょうけど、産業

振興推進部としては、飲食店の国のＨＡＣＣＰ義務化レベルは押さえてないと。 

◎橋本委員 部長、先ほど話したように、基本的には食品衛生法と産業振興は大きく直結

すると思うんですよ。先ほど言ってきている高知版ＨＡＣＣＰに対応したいというものだ

け取り上げるのではなくて、全体を網羅的に見るということは、私は大事な、産業振興上

必要不可欠なことだと思っていますけれども、課長からは所管は所管はという話になるん

ですが、ただそういうことも含めて、やっぱり横断的な形での対応というのは必要じゃな
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いでしょうか。 

◎沖本産業振興推進部長 委員言われたように、ＨＡＣＣＰ対応というのは、法制上義務

づけられたものですから、それに対してはやるのが当たり前になっています。ただ、今、

課長が申し上げたように、この数年間、保健所が本来だったら動いて、法施行前にきっち

りと対応するように指導すべきところだったんですが、保健所が全く動けなかったという

ことで、これから動き始めたところなんですけれども。我々がここで目指してるところは、

やっぱり外商するには、相手方の問屋とかから、これぐらいの基準を満たしてないところ

は取引できないよと言われますので、しっかりと基準をクリアするように、どういうとこ

ろが足りていないのかということと、それに対して補助金で見るということをしっかりや

っていきたいと思っています。例えば検査する権限とかはないですが、それすらクリアで

きなかったら産業振興につながらないじゃないかという御指摘はそのとおりだと思います。

だからそこに対して、これからどういったニーズがあって、それに対してどこまで支援を

するのか。健康政策部は間違いなく規制のほうしかできない。だから産業振興につなげる

ためにはどういった支援制度が要るのかということを、しっかりとニーズを捉まえていき

たいと思います。 

◎はた委員 関西・高知経済連携強化事業費についてお聞きしたいと思います。関西圏と

の連携強化ということで、アドバイザー会議が開かれておりますけれども、このアドバイ

ザー会議でどういった意見を頂いたのかどうか、まずそこを教えてください。 

◎片岡地産地消・外商課長 アドバイザー会議は昨年度４回実施いたしました。目的は戦

略の策定実行とか改定に向けての助言等というところになりますけど、頂いた意見として

は、例えばアンテナショップ関連につきましては、アンテナショップが埋もれないように

特徴とカラーをしっかり関西では出すべき、いかに高知のファンになってもらうかが重要

といったような意見。物を売る外商という観点では、商品を売るときには物語を伝えるこ

とが外貨獲得につながる、実際高知に来てもらって食べてもらうシナリオにしていかなく

ちゃいけないといった御意見もありました。（訂正発言あり）あとやはり関西では高知の認

知度がまだまだ高くないんで、恒常的にプロモーション等も行っていくべきといった御意

見もありました。 

◎はた委員 アンテナショップが埋もれないように工夫が要るというのは、基本的に当た

り前の意見だと思うんですけれども、県としては支出しているわけなので、どういう方に

意見を頂いてるのか。専門家と言われる人たちはどういう人たちにお願いをしているのか、

その点をお願いします。 

◎片岡地産地消・外商課長 アドバイザー会議は関西の経済界の方等を中心に任命してお

りまして、例えば大手百貨店の代表であるとか、農林水産業関係の関西の各会の会長であ

るとか、大学の経済学部の教授であるとか、観光関係では航空会社の役員であるとか、そ
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ういった約９名の委員でアドバイザー会議を構成しております。 

◎はた委員 その関係者の方に関西圏での外商強化策についても委託して協議していただ

いていると思うんですけれども、高知県の関西戦略に対するアドバイスはどういう意見が

あったのか。外商強化のアドバイスはどうだったのかということで。 

◎片岡地産地消・外商課長 １点誤ったお話しをしてしまいましたけど、商品を売るとき

に物語を伝えることが外貨獲得につながるという発言は、アドバイザーの意見ということ

にしましたけど、すいません、外商強化対策協議会の方の意見でした。あとは、関西で高

知の認知度はまだまだ高くないんで、本物の食を味わってもらう必要があるということで、

カツオのたたきを大阪でしっかり売って認知度を高めるべきだという意見であるとか、ア

ンテナショップにおいてはデジタルを徹底的に活用して、高知に足を運ぶきっかけもつく

っていくべきといった御意見も頂きました。 

◎寺内委員 今、関西での認知度が低いということで、高知家プロモーション推進事業も

令和４年にやっていますけども、首都圏、関西圏での高知家の認知度の目標値はどれぐら

いであって、結果はどうであったかを教えてくれますか。 

◎片岡地産地消・外商課長 昨年度、高知家の認知度の目標値は30％で、全国的には20.7％

という結果に終わりました。 

◎寺内委員 目標に達さなかったんですけども、どのように分析されていますか。 

◎片岡地産地消・外商課長 分析の一つとして、特に関西戦略関係で関西の認知度も十分

に上がっていなかったというのはあります。昨年度から関西圏のプロモーションに注力し

た中で、メディア向けのプロモーションを特に行いました。認知度自体は上がらなかった

んですけど、メディアを通じて、テレビとかニュースを通しての認知獲得をされた方の割

合はかなり上がっております。一方で、毎年継続しないと意味がないんですけど、高知の

旬な食材がある秋の時期をメインにプロモーションをした関係で、この調査は３月という

こともありまして、ちょっと認知度が薄れてきたのかなと。秋の取組がなかなか春までは

覚え切れてくれなかったかなというところもあります。 

◎中根委員 関連で、アドバイザー会議などでも外商強化策についてもというふうに、ど

んどん外に売り出していこうという中身なんですけれども、地産地消・外商課としては、

産地との連携、作る側の人たちとの連携はこういう協議の中でどんなふうにされているの

か教えてください。 

◎片岡地産地消・外商課長 関西圏と経済連携強化ということで、アンテナショップに特

化しますと、アンテナショップは大阪の梅田に来年４月に開設しますけど、面積も非常に

東京と比べたら狭いです。その中で店舗に並べる商品数も限られておりますので、しっか

り産地との連携ということで、催事等を活用して、週末等、関西のほうには車で三、四時

間程度で行けますので、生産者、事業者には催事等に参加していただいて、そこで関西の
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消費者としっかり顔を見合わせる中で物を売っていく。実際そこでつながりができると、

あとは独自のＥＣサイト等で直接つながっていただく、そういった仕組みも考えていきた

いなと思っておりますし、商品公募の説明会をしている中でも、関西であれば事業者も行

って実際売ってみたいといった声が多くあります。その中でしっかり催事等、産地との関

わりも大事にして取り組んでいきたいと思っています。 

◎沖本産業振興推進部長 補足ですけれども、一番大きな事業は産地招聘といいまして、

向こうで買っていただくバイヤーの方々を高知県に招聘いたしまして、生産者と一緒に、

その生産者の畑とかに行って、有機だったり、減農薬のこだわりの野菜を実際に食してい

ただいて、それで気に入っていただいて取引が始まるというケースが多いものです。その

後、夜なんかも少し生産者とバイヤーの意見交換会を設けたりして、現地のものを実際に

見てもらって味わってもらって商品を売っていくということを今盛んにやっております。 

◎中根委員 市場は広げるけれども、産地が細っては何にもならないので、そこのところ

との連携をいかにうまくするかがやっぱりとても大事なことだと思うんですよね。だから

部署、部署がぽつんぽつんとではなくて、そこをつなぐ役割も頭に置きながら、市場開拓

ってすべきだろうなと思いますので、ぜひその点を。この年度もそうですけれども、今後

もそこをしっかりやらないと成功しないんじゃないかなという、そんな思いがします。 

◎久保委員 下村委員の言われた海外展開に関連するんですけども、今、円安ということ

で、しばらくこのトレンドは続くと思います。もちろん、関西や未開拓の国内含めてです

けども、他県も海外に目を向けて随分出ていますんで、そういうことを進めていかないか

んと思います。台湾はオフィスを構えていますし、シンガポールには事務所があるんで、

一定、地に足のついたこともできていると思いますけども、それ以外の海外展開。委託の

資料を見させていただきましたら、貿易促進コーディネーターを配置して、海外にはそれ

ぞれのサポーターを配置するということですけども、普通なら商社に関連する方なんかを

雇用してということになると思いますけども、この貿易促進コーディネーターと海外のビ

ジネスサポーターの関係といいますか、連携はどういうふうになっているのか。 

◎久保地産地消・外商課企画監（輸出振興担当） 海外ビジネスサポーターにつきまして

は、現地で、個人の方も、御自分で会社を立てられている方もいらっしゃるんですけど、

その方に高知県の業務を委託、本業がある状態で委託させていただいております。貿易促

進コーディネーターと海外ビジネスサポーターの連携ですと、先ほど下村委員から御質問

もありましたのでお答えしましたように、いろんな展示会をやったり、市場調査をやった

りする際には、高知県側から海外ビジネスサポーターにオンライン、メール等で、こうい

うことをやってほしい、こういう目的でやってほしいということを共有させていただいて

やり取りをするんですが、その際に必ず貿易促進コーディネーターにも入っていただいて、

一緒に意見を聴いて、一番よくなる方法で事業を進める形を常に取っております。また海
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外ビジネスサポーターから報告が上がってきた際には、貿易促進コーディネーターにも情

報共有を必ずするようにしている状況です。 

◎久保委員 さきほども言いましたように、台湾とかシンガポールは今までの歴史もあっ

て進めやすいと思いますけども、それ以外の海外は本当難しいと思うんですよね。砂に水

をまくような感じで、この海外ビジネスサポーターはどのような方を選んでいるんでしょ

うか。 

◎久保地産地消・外商課企画監（輸出振興担当） 海外ビジネスサポーターの募集は数年

に１回にはなるんですけど、その際にしっかり聞き取りをしながら面談することはもちろ

んなんですけれど、選定の基準は、高知県のことを一番大事に思ってくださる方というこ

とで、何人か候補が来たときにも必ず、大きな企業にいらっしゃる方とかいうことではな

くて、高知のことを思ってくださる、大事にしてくださるということを基準に選定してき

たと聞いております。 

◎久保委員 今までのこの方々の成果はどういうのが上がっているんでしょうか。 

◎久保地産地消・外商課企画監（輸出振興担当） 個別の成果につきましてはそれぞれ、

例えばアメリカの東海岸で商社と連携した展示会に出展する際に、現場でのサポートであ

ったり、展示会が終わった後のアフター営業とかをやっていただいたりしております。ま

た、こちらから渡航しない場合も、今年２月にニューヨークでお酒の賞味会を開催させて

いただいた際には、海外ビジネスサポーターが最初の企画から始まって、お店はこのお店

でやったほうがいいという御提案もいただいた中で決定して、一、二週間フェアを回すと

いうことをやっておるんですけれど、そうしたことが、もちろん一つずつの展示会が終わ

った、イベントが終わった後に、どのぐらい見込み客がありますかということも挙げてい

ただいているんですけど、そうしたことの積み重ねが、例えばアメリカの輸出額の増加に

つながっている、直接イコールではないかもしれませんけれど、土佐酒の認知度が上がっ

て、食品の認知度が上がって、輸出額の増加につながっていると捉えております。 

◎久保委員 具体の成約金額は承知しているんでしょうか。 

◎久保地産地消・外商課企画監（輸出振興担当） 海外ビジネスサポーターは、例えば何

千万円、何億円というような形での成果を与えているわけではありません。海外ビジネス

サポーターはそのメーカーの職員ではないので、価格決定権を持っていない。それから在

庫を持っていない。そういった中で海外ビジネスサポーターに我々が依頼しているのは、

県産品を知ってもらって、味を見てもらって、気に入ってもらってという活動ですので、

具体的な成果の金額はかけておりません。 

◎久保委員 そこんとこ本当難しいと思うんですよね。特に役所が委託するときはなかな

か成果主義というか、これくらいの成果があったら契約の金額はこれぐらいというのが難

しいと思いますけども、一方では現実に高知県内の民間の方、製品を作られている方なん
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かがおいでになると思うんで、上手に民と民をつないで、そこで成果があれば、県内の民

の方が契約に基づいて金額をお与えするとかやっていく。企画監がおっしゃるように、周

知をしてもらうことが県としての契約ということでは、海外展開はなかなか難しいと思い

ます。冒頭言いましたように、今現在、円安のトレンドですんで、タイミング的にはいい

と思いますんで、ぜひ、そういう民民の契約を促していくと、成果主義的に促していくと

いうことも考えていただいたらどうかなと思いますけども、いかがでしょうか。 

◎久保地産地消・外商課企画監（輸出振興担当） 我々もそのことを課題というか、これ

からの取組と思っております。海外のビジネスサポーターとそれから県内の事業者に対し

ては、ここまでは県でサポートさせていただきます、この後もし進んで、個別のコンサル

みたいなことが発生するようであれば、個別に契約をいただくことは可能なので、我々の

ほうに一応報告していただくよう、ホームページ等でも周知させていただいております。 

◎はた委員 戻りますけれども、関西・高知経済連携強化で、これは濵田知事が関西に連

携する力があるということでスタートして投資が始まっているわけなんですけれども、関

西側の経済界の方がアドバイザー会議でいろんな意見も出されていますけれども、関西側

は高知と連携することに本気なのかどうか。協力体制、金額にしても人員にしても経済界

の動員規模にしても、関西と高知の連携に対してどの程度本気なのか。その点が分かりに

くい。そこが分からなかったら、関西連携だとこちらが言っても、成果が本当に生まれる

のかと。知事がつながっているだけだからやっているのかと。投資にお金をかけているの

かということになりかねないので、アドバイザー会議を繰り返しされて、大手の百貨店含

めて、いろんな経済界の方が認定されているとすれば、どういう本気度で向こう側は考え

ているのか。そこが客観的に金額にしても向こうの戦略にしても見えてこないと成功しな

いかもしれないと思えるんですけれども、どういうふうに向こうとの関係を本当に構築さ

れているのか。向こうの動きをつかまれているのか。その点お聞きをしたいです。 

◎沖本産業振興推進部長 この戦略は、関西とこれから関西の経済活力を高知に持ってく

るためにどんなことしたらいいですかというためにやっています。だから、アドバイザー

が直接取引するということ、例えば野菜は関西土佐会の方々はとにかく出してくれたら全

部売るよと言ってくれています。大阪観光局の理事長は、実際に旅行商品を幾つも開発し

てくださって、関西エアポートも含めて、いろんな誘客のための手段を実際にやってくれ

ています。あと、大阪には領事館がたくさんあるので、関西だけじゃなくてもっと海外に

視野を広げたらどうか、せっかく領事館がいっぱいあるんだから、関西を起点として海外

に取り組む仕組みを構築したらどうかみたいなアドバイスも頂いて、早速、ミッション団

をインドに送ったというのは御記憶に新しいと思います。それからタイなんかも今、経済

発展しているんだからということで今回、商工労働部でサポートデスクをつくりました。

そういうふうに広まっていって、アドバイスを頂く中でしっかりと戦略を立てていくのは
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我々の役割なので、別にその方々が直接というわけではないので、そこはちょっとお間違

えないようにいただきたいと思います。 

◎はた委員 現場でどういう取引をするかとか、どういう商品開発をして拡大させていっ

て外商につなげるか、所得につなげるかというところと、私が聞きたかったのは、今回の

この事業は関西・高知経済連携強化事業費ということで、これから先も多額のお金が投資

されていくわけですので、お互いがパートナーとして共に発展するということになってい

くような、こちら側の働きかけも要るでしょうし、向こう、関西側の皆さんの本気度を高

めるという努力も要るでしょうし、そういった努力が必要ではないかと思っています。ア

ドバイスを聴くだけではなくて、関西側の政治的なことも含めて協力体制がないと成功し

ないんではないかと思うんですけれど、そこの状況把握が県としてできているのかが知り

たかったところです。 

◎沖本産業振興推進部長 お答えになるかどうか分かりませんが、例えば、対等なパート

ナーとおっしゃいますけれども、こちらからお願いしている話なので、当然、協力する方々

が生まれてくるのが一番望ましい姿だと思います。実際に例えば、先ほどの大手百貨店な

んかはどういうことを言われたかというと、我々は今までルイ・ヴィトンだ、フランスの

ブランド品とかを扱ってきてそれでもうけてきたと。ところがふと振り返ってみると、日

本の高知とこういう会議をすることによって、いかに日本の地方が衰退しているかという

ことがよく分かったと。百貨店の役割としては、そういった海外のブランドで高く売るん

じゃなくて、しっかり地域に目を向けて地域の産品をしっかり売るということが我々の役

目だということに気づかされたと。したがって今後は高知を皮切りに、いろんなところの

地域産品を扱っていくことをやっていきたいとおっしゃっていますし、その一つが、１日

10万人来るデパートにアンテナショップをつくってくださっている。あと、農産物なんか

も、我々がしっかりと市場に量を入れることができれば、しっかりと売ってくださると言

ってくれていますので、我々としてはそういったニーズに対して幾らお応えできるかとい

うことだと思います。一方でやはり関西は非常に値段に厳しいということがあり、値切ら

れたり、例えば東京に売るよりも、関西戦略をやっているからといって、関西にばっかり

安い金額で入れていたら、生産者の方々にとっては本末転倒になってしまいますので、そ

れは絶対にやらないように気をつけてこの戦略を運んでおりますし、ウィン・ウィンにな

るのももちろん、関西にないものを高知で提供するのが今回の関西戦略の大きな役割です。

関西から人を呼び込むということでは、大阪観光局とか関西エアポートと一緒になって、

誘客にも励んでいるのが今回のやり方です。 

◎はた委員 最後です。連携と言いながらも、関西側の本気度が客観的に分からない。そ

こが分かるようにしていただかないと、お願いをしているからということで、この投資が

生きるかどうかというのが不透明だと思いますので、やはり関西側が本当に本気なのか、
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本気になっていくような取組につなげていただければと思いました。 

◎沖本産業振興推進部長 連携するためにはどうしたらいいかのアドバイスをもらうため

の会議ですので、頂いたアドバイスから具体的に連携の手法を探っていきますし、実際に

生まれていくというのが私が申し上げたことでございます。 

◎大石副委員長 １点、ここが地産地消・外商課ということで外商を非常に頑張られてい

ることも今日よく理解いたしました。その中でこの決算の報告書の事業の中には出てこな

いんですけれども、事務費の中にそういうのがあるのかもしれませんが、この課の業務内

容の一応１番目は地産地消、一次産品の地消以外の地消が業務内容の１番目に掲げられて

いますけれども、そういった中で今日、外商の話が随分出ましたけれども、地産地消に関

して令和４年度、当課で行われた事業などがありましたら教えていただけますか。 

◎片岡地産地消・外商課長 西内委員からもありましたけど、高知を贈ろうギフトコンク

ールです。県民自らがギフトを創出するという、県民参加型の地産地消・外商が１点です。

あとは地消というか、少し外れるかもしれませんけど、食べ飲みクーポンです。コロナで

落ち込んだ中、飲食店並びに関連事業者を支援しようということで、これで30億円という

需要喚起が生まれましたので、しっかり地消につながったのではないかなと思っています。 

◎大石副委員長 外商に関しては数値目標とかも設定して頑張られていると思うんですけ

れども、出ていくお金を抑えるという意味では地消も非常に重要だと思いますけれども、

なかなか難しいのかもしれませんが、目標設定のようなものはあるんでしょうか。 

◎片岡地産地消・外商課長 当課としての地消に限ってのＫＰＩ、目標設定は定めており

ません。 

◎大石副委員長 例えば県債収支を分析して、どこの分野が流出をしていて、そこを抑え

たらいいんではないかとか、そういった戦略の検討をされたことはあるんでしょうか。 

◎片岡地産地消・外商課長 当課単体ではないですけど、当然、産業振興計画の中で地消

ということで、外商もそうですけど、一次産業部局、農業も林業も水産もしておりますの

で、なおそういった観点で、次期戦略等にも検討を進めてまいりたいと思っています。 

◎大石副委員長 一応、業務内容でも揚げられていますし、地産地消・外商課ですから、

ぜひ両輪で頑張っていただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。 

◎三石委員長 質疑を終わります。 

以上で、地産地消・外商課を終わります。 

昼食のため休憩といたします。再開は午後１時。 

 

（昼食のため休憩 12時０分～13時０分） 

 

◎三石委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。大石委員から所用のため少し



- 22 - 

遅れる旨の連絡があっております。 

〈統計分析課〉 

◎三石委員長 次に、統計分析課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

◎はた委員 経済センサスの令和４年度の状況についてお願いします。 

◎細木統計分析課長 経済センサスの調査結果につきましては、県内の事業所数が３万

2,839事業所、従業員者数が27万5,522人となっております。 

◎はた委員 県内のＧＤＰと言われましたけれども、その動向はどういうふうに改善して

きているのか、後退してきているのかも含めて状況をお願いいたします。 

◎細木統計分析課長 直近の令和２年度の成長率につきましては、名目でマイナス4.5とな

っております。令和元年度につきましては、マイナス0.3となっておりますので、やはりコ

ロナの影響によりまして、数字が下降気味という状況です。 

◎三石委員長 質疑を終わります。 

以上で、統計分析課を終わります。 

これで、産業振興推進部を終わります。 

《土木部》 

◎三石委員長 次に、土木部について行います。 

初めに、部長の総括説明を求めます。なお、部長に対する質疑は、各課長に対する質疑

と併せて行いたいと思いますので、御了承願います。 

（総括説明） 

◎三石委員長 続いて、所管課の説明を求めます。 

〈土木政策課〉 

◎三石委員長 最初に、土木政策課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

◎はた委員 決算特別委員会の意見に対する措置について、お伺いいたします。 

この処分に対する対応でお聞きをしたいんですけれども、今後見直しを図るということ

なんですが、見直しの内容の中に、県職員の方の再就職の在り方についての見直しは入っ

ているんでしょうか。 

◎梅森参事兼土木政策課長 今、検討委員会で検討していただいている項目としては入札

契約制度の見直しとして、一般競争入札における総合評価方式の導入、事後公表の拡大、

コンプライアンス基本方針の策定、あとペナルティーの部分でいいますと、賠償金や違約

金の増額に関すること、指名停止に関すること、その大きく５点の検討をしていただいて
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いまして、ＯＢの方の見直しという検討は入っておりません。 

◎はた委員 今回の談合で公正取引委員会が認定した事業者のうち、県のＯＢの方が役員

等で関わられていた事業者数は、具体的に何社のうち何社になるんでしょうか。 

◎梅森参事兼土木政策課長 正確には押さえておりませんけど、指名停止といいますか、

処分を受けたのは14社でして、受けていない社のほうが多かったと記憶しております。 

◎寺内委員 建築、土木も技術の伝承が大変な中で、基礎自治体の小中学校への出前授業

を行ってくれていますけども、これやはり基礎自治体やから、市町村の教育委員会との連

携で、今回の場合やったら安芸地区で実施していますけども、連携には問題なかったか。

それからこの事業は今後も広げていただきたいと思うんですけども、この他の基礎自治体

にも行く計画なのか、そのあたりを教えてくれますか。 

◎梅森参事兼土木政策課長 令和４年度は安芸市で、参観日を活用させていただき、小学

校１校、中学校２校で取組をさせていただきました。 

土木事務所、安芸地区の建設業協会の支部の方、そして学校とも連携させていただき、

絵を使った授業ですとか、ドローン、あと機械を持込み実体験も含めてやらせていただき、

非常に好評を得ておりまして、令和５年度につきましては、10市町の小中学校で行い、か

なり拡大してきているところで、今後も御要望にお応えしつつ、拡大していきたいと考え

ております。 

◎橋本委員 地域の安全安心推進事業費について、毎年これぐらいの予算案を組んでいて、

不用もほとんどない、それから繰越しもないですよね。順調にスピーディーに事業が発注

されて、仕上げられているんだろうなと思うんですが、ただやっぱり工事ですので発注を

して、いろんな状況が起こってくるのではないかなと思うんですが、その辺の現状はどう

いう捉え方をしたらいいですか。 

◎梅森参事兼土木政策課長 工事も小規模なものを中心にしておりまして取り組みやすく、

地域からの御要望のあるものは、集約をした上で計画的に行っておりまして、この16億円

を有効に活用できるように、各事務所ともその使い方とか、施工する時期などについては、

十分検討していただいているところです。 

◎橋本委員 これ裁量予算みたいなところで、ほとんど小さい事業に充てられるんだろう

なと思うんですけれども、ぜひともこの調子で不用とか繰越しが出ないような形で、何と

か支出していただければと申しておきたいと思います。 

◎はた委員 建設業活性化事業委託料についてお聞きします。これは人手不足の建設現場

の労働者の環境をよくするという意味で、活性化の委託だと思うんですけれども、具体的

にどのような取組をされて、どのような改善が図られたのか。またそのことによって業界

として雇用の安定や拡大につながっているのかどうか、その点をお願いします。 

◎梅森参事兼土木政策課長 この事業は、令和３年度に建設業活性化検討委員会で検討い
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たしまして、特に若い方、女性の方、外国人、そうした人材の確保策と、あと働き方改革

の２本柱でのプランをつくり、令和４年度は１年目ということで、実行してまいりまして、

先に主要事業の実施状況調査票をお出ししておったかと思います。それに一定の取組状況

は書かせていただいておりますので、ピックアップして申し上げますと、先ほども申しま

した若い方への出前授業であったり、高校生の１日体験で県内３か所で現場を見学してい

ただくといったことを行っておりますものと、併せて女性活躍ですとか、外国人材の研修

会を開くといった取組をしておるところです。高校生の就職状況を見ますと、数字は手元

に持っておりませんけれども、ほかの業種が減っている中でも、建設業には一定数入って

きています。令和５年度で取組を始めて２年目ではありますけれども裾野を広げる取組を

働きかけ、週休２日とかＩＣＴを活用して、決してしんどいとかきついとかという仕事だ

けではないよということもＰＲしながら、取組を進めているところでして、年１回検証委

員会を開き、ＫＰＩの確認なんかもしていただいてるところです。 

◎はた委員 現場の人手不足感からいうと、この取組の規模感は見合っているのかどうか。 

◎梅森参事兼土木政策課長 恐らく小中学校とか、高校生の場合はすぐ就職を控えられて

いる方、大学進学を経てとかいう方もありますが、少し息の長い取組になろうかと思いま

す。ＩＣＴとかは、危険なところでの人手不足も補う、それと週休２日とか、休みの確保

も含めて魅力を上げていく取組になりますので、ほかにも取り組んできたことはあります

けど、あえてこの活性化プランのバージョン３といいますけれども、人材確保策とＩＣＴ

を活用した働き方改革の２本柱で進めているということで、来年度少し見直しをかけなが

ら進めていきたいと考えています。 

◎はた委員 大事な取組だと思っております。ただ工業高校だとか、専門技術のそういっ

た学校を卒業する若者の多くが県外に流出していく。土木の産業でもそういった人材が流

出をするというところがありますけれども、流出を食い止めるようなことにつながってい

るかどうかの取組評価があれば教えていただきたいです。 

◎梅森参事兼土木政策課長 高校生の就職状況につきましては、一定数が県内の業界、そ

れから県庁も含めて、技術職員の確保は一定できているかと思っておりますが、まだその

効果が見えてきているかということも含めて、決して工業高校だけではなく、普通高校な

どにもいろんな形で授業にも行ったり、呼びかけにも行っておりますので、大学を出られ

た後も戻ってきてもらうような仕組みということで大学、進学校にも行きまして、説明も

してきているところです。 

◎西内委員 コンプライアンス研修なんですけれども、働き方改革支援研修とともに、各

事業者の経営者と営業責任者が受けるようにということで、案内をしていると思うんです

けど、まずコンプライアンス研修と、働き方改革支援研修の対象となる事業者数ってどん

なもんですか。 
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◎梅森参事兼土木政策課長 事業者数は県内も県外も全社対象にしておりまして、令和４

年度の実績で申しますと、コンプライアンス研修が994社から1,237名。それから働き方改

革支援研修につきましては、540社から638名の方の参加を得ております。 

◎西内委員 全体のパイが分からんと、対象となるものに対してどのくらいかというのが

分からんのでお聞きしたんですけど、全体は分からないということですか。 

◎梅森参事兼土木政策課長 全体は2,000事業者ございます。 

◎西内委員 まず、コンプライアンス研修のほうで50％ちょっと切るということかな。こ

れは例えば、受けなかった場合に入札、あるいはその事業を行うに際して、何かしらの差

がつくとかペナルティー的なものとあるんですか。別段ないわけですか。 

◎梅森参事兼土木政策課長 特段ペナルティーは設けておりませんけれども、地質調査業

務の談合の事案を受けて、来年度からコンプライアンス研修も入札参加資格の加点要素に

指定しようということで、受けていただいた部分については加点していくという方向で検

討しております。 

◎西内委員 そうですね。しっかり受けてもらわないかんと思います。加えて、働き方改

革のほうが、さらにその半分ということで25％。これも同様に、対象としては同じ範囲を

カバーしているはずなので2,000事業者ぐらいにならないかんはずなんだろうと思うんで

すけど、このあたりについても、コンプライアンス研修と同じ条件というわけにいかんで

しょうけれども、できるだけ受けてもらうように、いろんな努力をしていただければと思

います。 

◎三石委員長 それでは、質疑を終わります。 

以上で、土木政策課を終わります。 

〈技術管理課〉 

◎三石委員長 次に、技術管理課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

◎はた委員 システム化によって、生産性はどの程度改善されたんでしょうか。 

◎田内技術管理課長 まだ取組を始めて数年しかたっておらず、国も同じですけれども、

全体２割の削減というものを目標に今、生産性の向上に努めております。一部ですけれど

も、５割であるとか、１割のものもありますけれども、削減の効率については場面によっ

て様々です。 

◎西内委員 i-Constructionの取組ですが、普及に向けた課題、あるいはその課題をどう

いうふうに解決していくか、そのあたりどうでしょうか。 

◎田内技術管理課長 これからはですね、非常に高度な技術になってくると思いますので、

それを活用する人材の育成が大きな課題になってくると思っております。 
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◎西内委員 そうすれば、その人材育成はどんなふうに考えていますか。 

◎田内技術管理課長 毎年、県市町村職員をはじめ、民間の事業者の方も対象に研修会を

実施しておりますので、その研修会を引き続きやっていきたいと思っております。 

◎西内委員 そうすると県とか各発注者側のi-Constructionに対する、どんなふうに使え

ばいいとかという理解度、専門性なんていう課題はないわけですか。 

◎田内技術管理課長 そちらの県市町村職員の人材育成も当然必要になってきますので、

同時に進めてまいります。 

◎三石委員長 質疑を終わります。 

以上で、技術管理課を終わります。 

〈用地対策課〉 

◎三石委員長 次に、用地対策課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

◎橋本委員 国土調査費の地籍調査事業費補助金についてです。進捗率が59.3％という報

告をいただきました。令和４年度は24市町村と１森林組合にということだったと思います。

実際高知県は非常に広くて、地籍調査についてはそれぞれ市町村に偏在もかなりあるんじ

ゃないかなとは想像します。何で言うかというと、例えば高知県の場合は南海トラフ地震

が起きると沿岸部に津波が来ると言われておりまして、津波が来たときに地籍調査をして

ないとどうなっちゃうかというと、県民の財産を守れないですよね。山側と海側と分ける

わけではないですけれども、どんな偏在があるのか教えていただけませんか。 

◎中平用地対策課長 この地籍調査につきましては、高知県だけではなくて全国的な話な

んですけども、東北の地震以降、津波対策ということで、高知県におきましても、津波浸

水予測区域に当たる沿岸部19市町村につきましては、市町村に重点的に優先的にやってい

ただきたいということで、毎年市町村を回らせていただきまして、事業の進捗をお願いし

ております。その進捗状況なんですけども、沿岸部19市町村のうち、２町につきましては

終わっております。19市町村の進捗でいいますと、39.1％まで進んでおりますけども、全

体の59.3％に届いておりませんので、今後引き続き重点的に実施をお願いしたいというこ

とで、市町村にはお願いしている状況です。 

◎橋本委員 市町村の事業ですから無理を言うつもりはないんですけども、市町村の主体

性が一番大事になってくるんですけれども、進捗率も沿岸部については39.1％と低くなっ

ていますので、先ほど課長からもお話があったように南海トラフとの絡みで、できるだけ

市町村に対してこの事業を使っていただいて、地籍調査を何とか進めてもらえるように、

ぜひともお願いしてほしいなと思います。 

◎寺内委員 関連で、今、橋本委員が言うように非常に大事な部分ですけども。私が理解
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しとるのは国から９割以上の補助があって、市町村の負担は非常に少ないと思うんです。

例でいうたら高知市では議会としても追求するんですけども、国からなかなかお金が来な

いんで、億単位のお金を入れるんやけどもなかなか進まないという状況説明があるんです

けど、県からも出ているんですけど、市町村の負担は１割弱でいきますので、財源の部分

で課題があったら教えてくれませんか。 

◎中平用地対策課長 まずその財源のお話なんですけども、市町村の場合の補助率をいい

ますと、国が２分の１、県が４分の１で、市町村も４分の１になります。県と市町村につ

きましては、特別交付税が当たりますので、市町村は実質的に全体の事業費の５％程度で

事業ができる制度になっております。 

あと肝心の国の補助金につきましては、市町村の要望額を取りまとめて予算要望してい

る中で、直近３年、５年ぐらいの様子を見ると大体国の採択率は８割から９割の間ぐらい

になっています。満額は頂いていないんですけども、全国的に見た場合、金額ベースでい

いますと高知県は全国の上位５位以内に配分がなされているということで、その点でいく

とほかの県よりも頑張ってやっているのかなという感触を得ております。 

◎寺内委員 その中で今、津波浸水予測区域に当たる19市町村では、どこも積極的に請求

しとるんか、それとも知識がなくて財源がないから、申請を県にも上げていないのか、そ

この分析はどうなんですか。 

◎中平用地対策課長 どこの市町村も首長がそういった課題をお持ちですので、やりたい

というのはあるんですけども、市町村は事業をたくさん持っておりますので、なかなかマ

ンパワー的に専任の職員を配置できない市町村もあります。我々も国に対して、職員専任

化ができるよう人件費にも補助金が充てられないかといった要望をしたり、国の事業費は

補正と当初予算で年間150億円ぐらいの予算を組んでくれていますので、その全体枠を少し

でも増やしていただくような要望もしておりますけども、国もいろんな事業がありますの

で、現状維持で進んでいるような状況です。 

◎三石委員長 質疑を終わります。 

以上で用地対策課を終わります。 

〈河川課〉 

◎三石委員長 次に、河川課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

◎下村委員 和食ダムの関係で教えてください。今までもこの工事はなかなか進みそうで

途中で終わってしまったり、また進んだりとか設備面の話が出たりとか大変だったんです

けど、もう予定どおり令和７年ぐらいの完成に向けて順調にいっていますか。 

◎山本河川課長 和食ダム本体工事、令和６年度中の本体完成は予定どおり進んでいる状
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況です。 

◎下村委員 それはもう完成は予定どおりいくと。 

◎山本河川課長 本体工事は令和６年度中の完成です。 

◎中根委員 河川のしゅんせつとか、ダムのしゅんせつとか大変気にかかるところなんで

すけれども、随分先送りも多いんじゃないかって。山の土砂はどんどん崩れていくし、皆

さん頭の痛いところだと思います。その進捗状況、必要だけれどもここまでしか進んでい

ないという数値は分かりますか。 

◎山本河川課長 まずダムの貯水池の堆積土砂については、永瀬ダムと鏡ダムで計画堆積

量以上の堆砂が進んでいる状況で、令和２年度に緊急浚渫推進事業債ができたので、かな

り予算も多くつけることができるようになってきて、令和２年度以降は永瀬ダムでも６億

円とかいう予算規模でしゅんせつ工事は行っているところですけれども、物部川上流域で

山から入り込んでくる土砂は非常に多くて、入り込んでくる土砂に対して、今の予算規模

で出しても追いつかないような状況はあります。ですので、今、抜本的な対策ということ

で物部川の３つのダムを再編する大きい計画を国と一緒になって検討しているところです。 

◎はた委員 関連しますが、河川だとかダムの土砂を撤去して、その土砂はどのように処

理されているんでしょうか。 

◎山本河川課長 まず最初は、その現場内で使えないかというところなんですけど、ダム

のしゅんせつ土砂は現場では使えないので、他の公共工事へ使えないかを検討して、今、

永瀬ダムの土砂は、安芸市の穴内漁港海岸は侵食が進んでおりますので、そちらに持って

いって浸食対策として有効に利用している状況です。ほかにも東部自動車道の盛土等にも

利用しております。 

◎はた委員 そうするとしゅんせつをした土砂については処分、またいろんな管理、使用

についても全て県が関与して、適切に対応しているという認識でいいでしょうか。 

◎山本河川課長 はい。県が関与して適切に処分しております。公共工事間で使えないも

のとか、河川のしゅんせつ土砂でそういったものは残土処分場に持っていったりはしてお

ります。 

◎西内委員 いろいろと河川のしゅんせつだとか、限られた予算の中で御苦労されておる

と伝わってまいりました。 

河川についての計画を見ておったら流域治水プロジェクトの中で、令和３年から順番に

２級河川についていろいろ計画が出ておるわけですけども、それ以前には河川の整備基本

方針と整備計画ってあるんですけども、流域治水プロジェクトの関係はどんなもんになり

ますか。もちろんベースにはなるんだろうと思うんですけれども、後からいろんな課題が

出てくる中で、基本方針とか整備計画そのものに帰ってきて、変更せないかん部分とかも

出てくるんでしょうか。 
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◎山本河川課長 河川整備基本方針・河川整備計画と流域治水プロジェクトの関係ですけ

れども、河川整備基本方針というのは、従前からの河川整備の目標とかメニューとかを記

載しておるんですけれども、流域治水プロジェクトは今後の気候変動、既に起こっている

気候変動による、水害の頻発化等を見越して河川だけではない、ほかの流域対策、いろん

な関係者での対策も含めて、治水対策をやっていこうということで、様々なプロジェクト

を統合して、プロジェクトを立てる。それを、また整備計画にフィードバックしていくこ

とはありますので、必要性があればそういったことをやっていくということになります。 

◎西内委員 根本的なところの対処が必要であれば、基本計画、あるいは整備計画なんか

にも手を入れていかなければいけないと思うんですね。ぜひしっかり取組をお願いいたし

ます。 

◎三石委員長 質疑を終わります。 

以上で、河川課を終わります。 

〈防災砂防課〉 

◎三石委員長 次に、防災砂防課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

◎はた委員 砂防、地すべり及び急傾斜指定地管理費という、雨量観測施設の維持管理を

委託されておりますけれども、どういったところにこの雨量観測施設を設置されているん

でしょうか。 

◎森本防災砂防課長 雨量観測局は48か所あります。県内48か所にある砂防施設がある箇

所になりますけども、嶺北ですと溜井であるとか、砂防の指定地内に置いている雨量観測

局になります。 

◎はた委員 市町村それぞれ地滑りの緊急度が高いところがあると思うんですけれども、

48か所が少ないんではないかという立場ですけれども、市町村の危険なエリアにこういっ

た観測施設というか、機器を設置することはできないものか、制度上48か所はどういうふ

うに選ばれて決まってるのか。 

◎森本防災砂防課長 今、設置されている砂防系の雨量局は、地滑りであるとか砂防の指

定地内に設置されている雨量局です。雨量計はほかにも高知気象台が設置している雨量局

とか、国の河川国道事務所が設置している場所とか、河川課で設置している雨量局とかで

高知県内全域を網羅するようにはなっております。その中の48か所というのは、防災砂防

課が所管する指定地内に設置している箇所なので、全てを統合するとさらに多くの雨量局

は存在しています。それで実際に防災砂防課では、高知気象台と協力して土砂災害警戒情

報などを共同で発表するようにして、土砂災害に対してのモニタリングというか観測を行

っている状況になっていますので、他の雨量局も活用しながら土砂災害の警戒に当たって
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いる状況になっています。 

◎はた委員 なぜ聞いたかというと、熱海の盛土の土砂災害、あの教訓ということで、も

ちろん砂防の上に設置するとか、地滑りの心配があるところに設置していくことは大事だ

と思うんですが、熱海もそうなんですけど危険な盛土が、砂防だけじゃなくて確認できる

ようになってきたこともあって、これからさらに安全対策を進めていく上で、県としては

どういうふうに雨量計の設置を考えているのかなと思うんですが。 

◎森本防災砂防課長 熱海の土石流の災害なんかでもありますけど、最近異常気象が多発

しております。それに伴って災害も頻発化、激甚化している状況になっています。ハード

事業を行うことによって、地元の方の安心感を満足することはできるかもしれないんです

けど、それの安全性を担保するためにはどうしてもソフト対策、警戒避難体制を構築して

いただくとか、逃げる対策とかが必要になってくると思います。それを含めてハードとソ

フトが両輪となってできる対策なんかが必要になってきますので、このような雨量局であ

るとか、土砂災害警戒情報を住民の方に理解していただいて、いざとなったら逃げていた

だくこと、それが今、防災砂防課としてのMission「０」プロジェクトでやっていこうとし

てる、それをまず基本方針で考えています。 

◎はた委員 市町村の要望に応えて、雨量施設、雨量機器を設置していくことは制度上可

能でしょうか。 

◎森本防災砂防課長 増やすことは可能だと思っています。ただ、気象台のメッシュ平年

値からいったら、各地点地点でしてみたら、同じ地区の中に２か所あるという格好になっ

てしまうといけないので、調整が必要かと思います。 

◎三石委員長 質疑を終わります。 

以上で、防災砂防課を終わります。 

〈道路課〉 

◎三石委員長 次に、道路課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

◎はた委員 道路メンテナンス事業費についてお伺いします。40億円近く繰越しというこ

とですけれども、この原因はどういうことでしょうか。 

◎黒岩道路課長 この道路メンテナンス事業費につきましても、国の補正予算を頂いて事

業を行っておりますので、大半が補正予算を頂いたことの繰越しになっております。 

◎はた委員 つまり計画を立ててもできないということですか。予算はついたけれども、

現場で執行する体制が取れないということでいいでしょうか。 

◎黒岩道路課長 令和４年度の繰越しにつきましては、12月補正予算で国から経済対策で

頂いたものですので、それを受けて翌債工事として、３月までに発注するものが大方でし
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て、そういう意味では補正予算を頂いて、その３か月４か月で完了させるというのは実際、

今のところは無理な形になっております。 

◎はた委員 年度内に完了することに無理があるのは承知しています。聞きたい点として、

古くなった橋梁なんかの点検と改修が、どの程度進んでいるのか進捗状況は分かるでしょ

うか。 

◎黒岩道路課長 この道路施設につきましては、５年に１回の点検が義務づけられており

まして、２巡目の点検が、今年で終わるようになっております。１巡目の点検で、いわゆ

る対処を速やかに行わなければならない判定基準３、４と言われるものに対しましては、

県の施設につきましては全て着手済みとなっております。 

◎三石委員長 質疑を終わります。 

以上で、道路課を終わります。 

〈都市計画課〉 

◎三石委員長 次に、都市計画課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

（なし） 

◎三石委員長 よろしいですか。 

質疑を終わります。 

以上で、都市計画課を終わります。 

〈公園下水道課〉 

◎三石委員長 次に、公園下水道課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

◎橋本委員 浄化槽普及推進事業等委託料について、お尋ねをさせていただきます。前に

一般質問でも質問したことがあるんですけれども、浄化槽法第９条における法定検査につ

いてです。一般社団法人高知県環境検査センターに委託している分について、一応クリー

ン浄化槽推進事業費ということになっていますけれども、これについては県民に対して浄

化槽の講習会及び法定検査未受検者に対する文書指導とありますけど、この実績を示して

ください。 

◎坂本公園下水道課長 未受検者指導に対しては、順次文書を今まで送っておりますが、

今まで各ブロック単位で送っていたんですけれども、今年度につきまして、それを今把握

している未受検者に対して郵送で文書を送るようにいたしました。 

◎橋本委員 具体的な数字を示していただきたいということと、もう一つはこれ受検率そ

のものが現実問題として非常に低いんですよね。でも、浄化槽法では必置になっていて、
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やらなければならなくなっていて、罰則規定もあるんですよ。だから私、この前一般質問

でも指摘をしたんです。だから、この時点でどういうふうな、要は未受検者というか検査

をしていない方に何件周知をしてどういう結果になっているのかをお聞きしたい。 

◎坂本公園下水道課長 令和４年は3,108通の文書を送っております。 

◎橋本委員 検査をしていない設置者の数は何ぼですか。 

◎坂本公園下水道課長 １万2,776基です。 

◎橋本委員 ということは、あとの9,000基近くの皆さんはさておいて、何でこの三千何ぼ

の方に出したんですか。 

◎坂本公園下水道課長 全部、把握をできてないというところがありまして、今までは安

芸郡でいえば安芸郡の中で、５年に一度ローテーションで回すような形で順番に文書を送

っておりました。 

◎橋本委員 部長は、私とやり取りしたのでよく分かっていただいているんだろうと思う

んですけれども、基本的には法第９条の法定検査はしなければならないんですよ。しなけ

れば罰則規定で課金されるわけですよ。それを一切していないわけですよ。高知県だけで

はなく全国的にもしてないんですけど。そして、法定検査はがきが送達されるわけですが、

浄化槽を持っている方の全てに行っていないわけですよ。６割ぐらいしか行ってないわけ

ですよ。だから当然受検率上がらないですよね。もちろん当たり前の話で。そういうこと

に対してどう向き合ってるのかをこの段階で聞きたかったわけです。 

◎坂本公園下水道課長 今年度、法定協議会というのを設置しておりまして、その中で関

係機関等も集めて、浄化槽台帳の整備もありますけれども、管理者に対しての普及啓発を

どうするかというのも、その協議会の中で検討しております。 

◎橋本委員 もう最後です。整理をしておいてください。またこれをお聞きいたしますの

で。 

◎寺内委員 関連で、浄化槽自体は設置した個々の責任なんですけども、大本いうたら市

町村がまずは対応していかんといかんところが大きいと思うんですよ。次に、今、県が補

助を出してくれていますけど、法定検査は高知県環境検査センターを指定しています。こ

こで問題なのは、特にひどいのは高知市です。単独みなし浄化槽も多いですし、いろんな

課題もあるんですけども、１つお聞きしたいのは高知県環境検査センターの規模ですね。

今、橋本委員は全部の検査を、未受検の法定検査のことを言われましたけども、そもそも

その検査の規模として、高知県環境検査センターはそれぐらいの能力を持っておるか、そ

こに疑義があるんで、どう思われているかという点。それから、法改正された浄化槽法に

基づいて、県も入った協議会の設置になりましたので、そこは対応してくれていると思う

んです。県も動いてる中だと思うんですけど、県と市町村とそれから高知県浄化槽協会が

ありますんで、民間も大いに活用せんといかんと思うんですよね。それと高知県環境検査
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センターと。この４者の関係が非常に大事になってくると思うんですけど、その連携は今

どのような形なんか教えてくれませんか。 

◎坂本公園下水道課長 高知県環境検査センターの体制ですけれども、今年度、人も増員

して、昨年度までは実際その法定検査に対して、全部検査できていないというのはあった

んですけれども、今年度はそれが解消されているように聞いております。 

あと、連携についてもこの法定協議会をもって、高知県環境検査センターも協会、高知

市、そして我々も含めて、連絡を密に取って協会の持っているデータを参考にできないか

ということも含めて、今年度は協力体制をしいている状況になっています。 

◎寺内委員 下水道が通っていないところは、あくまで浄化槽を設置している個々に責任

がありますけども、その知識はないですから、それをやっぱり行政がバックアップするこ

とが大事になってくると思うんですよね。その連携はしっかりと取っていただいて、今、

橋本委員が言うたように生活排水の処理という、汚水処理という観点は、行政ではぜひと

も力を込めて進めていただきたいと思うんです。 

◎橋本委員 寺内委員の言うとおりなんですよ。市町村がどれだけ台帳を整えて、しっか

りと県にお伝えしているかということになるんだろうと思うんです。その台帳がしっかり

していないから、こういう状態が起こってくるわけですよ。台帳に載っているところには、

必ず法定検査はがきは行くべきですよ。それをよってしまって、いつも検査している、オ

ファーしてくれているところだけやるというのはおかしいですよ。これ何回も私指摘して

いるんですよ。 

◎坂本公園下水道課長 今年度、台帳整備の悉皆調査も含めて予算化いただいていますの

で、その中で実際どういうところが漏れているのか、現地と台帳が合っていないかという

のも、今年度から始めていますので、それをしっかり続けてやっていこうと思っています。 

◎はた委員 高知県汚水処理広域化・共同化計画策定委託業務ということで予算執行があ

ったようですけれども、広域化・共同化のそもそもの必要性と、今の進捗状況についてお

願いします。 

◎坂本公園下水道課長 人口減少に伴い、下水とかも使用料収入の減少、施設の老朽化、

それと職員数の減少というところで、昨年度この広域化共同化について、どうしていこう

かという計画をまとめております。その中で、ハード施設、いわゆる建物についても、例

えば既に高須で高知市、南国市、香美市の汚泥を処理していますけれども、今、南国市の

十市で処理しているやつをこっちにくっつけるとかも検討の一つとして挙げています。あ

とソフト面では維持管理について、同じような共同事務があるんじゃないかというところ

で、それもソフト面的なところで、共同化できるのを検討しています。それも、県下広い

ですので、５つのブロックに分けて、それも策定したことに基づいて順次詰めていくとい

いますか、その作業を現在行っているような状況です。 
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◎はた委員 関連するブロックごとだとか、当然市町村の合意というか、そういったもの

の調整はどのようにされているんでしょうか。 

◎坂本公園下水道課長 県が音頭を取って、関連市町村の方に来ていただいて、いろんな

シミュレーションを昨年度の計画策定の中でやっていますので、そういうのが実際できな

いかというのを提示して、それについて市町が本当にできるかどうかを検討してもらうと

いう形で行っております。 

◎はた委員 例えば高知市なんかは、都市整備が進んで中山間とは違ったコストでいろん

な事業ができるんですけれども、高知市としたら対応するエリアが広がるというふうに見

たらいいでしょうか。 

◎坂本公園下水道課長 高知市の場合は逆に、ある地区ではちょっと下水は難しいという

ことで、下水道区域から外して、浄化槽になるとかも、高知市の検討の中ではなされてお

ります。 

◎三石委員長 質疑を終わります。 

以上で、公園下水道課を終わります。 

これで、休憩といたしたいと思いますが、午後３時半開会とします。 

 

（休憩 15時12分～15時29分） 

 

◎三石委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

〈住宅課〉 

◎三石委員長 次に、住宅課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

◎下村委員 １点だけ教えていただきたいと思います。住宅耐震化促進事業費補助金の関

係で、今、実績が1,269件というお話もありましたけど、これも以前からいろいろ議論にな

っていたところなんですけど、実際応募して、やりたいという希望が出て具体的に実施ま

で至る形が、現状ほぼ要望どおりの実施になっているのかどうかそのあたり分かる範囲で

お願いします。 

◎大原住宅課長 把握している中では各市町村とも要望どおりで、以前は待機をお願いし

たところも要望どおりに回っているとお伺いしております。 

◎下村委員 以前はなかなか応募を出しても実施ができないということで、ほかの市町村

で余っている分があればそっちへ回してほしいとか、いろんな形でちょっと地域偏在もあ

りながらの対応だったと思いますけど、今の課長の答弁であれば、もうほぼそれはなくな

ったということで、解消されたと理解したんですけど、そのとおりでよろしいでしょうか。 
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◎大原住宅課長 年間1,500棟の目標で頑張っておりますが、それをちょっと下回る状況な

ので、逆によりやっていただく方向で各市町村にお願いして回っているところです。 

◎下村委員 その絡みで、地域偏在のお話なんですけど、地元の話をして恐縮なんですけ

ど、黒潮町なんかは結構実施率が高い方向で動いていたと思うんですけど、そのあたり、

地域によっての偏在の部分はある程度埋まりつつあるのかどうか、現状はどうでしょうか。 

◎大原住宅課長 以前も地域によって進捗に差があったんですけど、より低かったところ

は一定取組を進めて上がってはきたんですが、それに合わせて全体的でいくと低く見える

ところがありますので、そういったところにまた注力してより平均して進められるように

市町村と協力しております。 

◎寺内委員 関連で、今、下村委員からもあったようなことで、木造住宅の耐震化はやっ

ぱり南海トラフ巨大地震から県民の命を守るということで非常に大切やと思うんですよ。

県が頑張ってくれて国とも交渉していただいて補助も一定もらえる。市町村は助かるとこ

ろで、さらに市町村はそれを進めるために上乗せも入れて補助を出して耐震工事をやって

いっておりますけども、そのときに、私が理解しておるのは、高知県下の木造住宅、特に

高齢者の方、年金生活の方等であれば修繕費がかさむんで大変やいうことで、県の職員が

低コスト工法を学んできて、補助の対象にもされとると思うんですけど、市町村の中で低

コスト工法があまり活用されていないように思うんですよ。その低コスト工法に対する県

の周知について教えてもらいたいと思うんですけど。 

◎大原住宅課長 技術の工法とかにつきましては、県のほうで賄ってやるということで取

り組んでおりまして、市町村の大工が不慣れでやるのが少ないというのは確かにあります

けど、そういったところは我々が現場へ出向いて低コスト工法をＰＲしておりますので、

地域によって低コスト工法が使えないということがないように、引き続き努力してまいり

ます。 

◎寺内委員 いや、県はホームページも出していただいて、事業所も出してくれとるから

問題ないと思うんです。私が言うのは高知市を主体として各市町村が低コスト工法のＰＲ

を、基礎自治体が命を守るために一番やらんといかんのにそれができていないんですよ。

県とマッチングの分で、県は一生懸命つくってくれたのに、言うたらいい工法があるのに

それが広まっていないのは基礎自治体に私は課題を感じるんですけど、そこはどのように

思われているかと。 

◎大原住宅課長 市町村と県で役割分担をしておりまして、そういった事業について工法

とかのＰＲは県が賄うということで、お互いに認識を持って進めておりますので、市町村

については、逆に言うと耐震改修、手を挙げてあげてくれるところを掘り起こしていくと

いったことを頼んでいるところで、低コスト工法のＰＲそのものは県の仕事であると認識

しております。 
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◎寺内委員 それがあるんであればそれでもいいんですけど、さらに進めるんであれば市

町村のほうも相談が来るので、そこで低コスト工法もありますよというのを言うてやれば

進むんですけどね。県との仕分けと言うけど、どうしてもお金のことがあったりして、市

町村の役目は命を守るという観点になったときには低コスト工法を広げることは重要やと

考えるんですけど。 

◎大原住宅課長 分かりました。市町村のほうにも、市町村担当者のほうにも、こういっ

た工法があるということのＰＲに引き続き取り組んでいきたいと思います。 

◎中根委員 民間建築物アスベスト含有調査委託料についてお伺いします。アスベストは

言われて随分長いんですけど、実態がどんなふうになっているのか、なぜ全てが不用にな

っているのか、そのあたりを教えてください。 

◎大原住宅課長 この事業はアスベストがあるかどうかを調べる事業でして、しかもその

調べる対象は不特定多数の方が利用する空間がある建築物ということで、年間数件予算化

しておりますけど、民間の方から要望がなければ使うことがないということで、昨年度は

たまたまその要望がなかったという状況です。 

◎中根委員 たまたまなかったんですが、実態としてアスベストの問題はどんなふうに捉

えられているのかを教えてください。 

◎大原住宅課長 高知県内では極端に多い状況ではないと思いますけど、成形板に含まれ

ているやつなんかもあったりしますので、少しは出てくるのかなと。ただ、この調査につ

きましては、継続使用をする方について補助をするとなっておりまして、例えば取壊しを

するときにあるかどうかを調べてほしいというのは、法律上100％しなければいけないよう

になっていますので、そちらはもう自費でやっていただくということで、さび分けをして

おります。 

◎はた委員 県営住宅入居者選考基準等審査委員会委員報酬が出されてます。また管理等

委託料も出されていますけれども、倍率が6.7倍ということですが、災害等で一部空けとか

ないといけないというのはあるとは思うんですけど、実際の入居割合はどれぐらい埋まっ

ているんでしょうか。 

◎大原住宅課長 ３月末の時点で88.5％です。 

◎はた委員 物件にもよるかと思うんですけれども、古い県営住宅にエレベーターがない

ことで上の階が空いたままとか、なかなか埋まらないとかいう状況もあるんですけれども、

そういった整備をすれば入居率も上がり倍率も下がっていく可能性がある物件というのは

どれだけあるんでしょうか。 

◎大原住宅課長 整備をすればということでいくと、基本的には退居した後、修繕して全

て募集にかけておりますので、数はあります。昨年度でいけば140戸前後募集にかけている

ということで、ほぼほぼ同じ数字が毎年出てきていると。 
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◎はた委員 空いてる部屋を募集にかけることについては当然だと思うんですけれども、

もっと住みやすくするという意味と老朽化の住宅を改修していくということも必要ではな

いかと思うんですが、今の倍率の問題もありますけれども、エレベーターがないことも含

めて県営住宅には課題はないんでしょうか。 

◎大原住宅課長 委員おっしゃるようにエレベーターのない住宅が幾つかありますので、

年度計画をつくって順番にエレベーターをつけて全面的に改善していくという工事をやっ

ていっておりますので、長寿命化計画に基づいて整備をしている状況です。 

◎土森委員 空き家対策モデル事業費補助金について、実績は出ているんですか。 

◎大原住宅課長 掘り起こしの実績になるときれいには出ていなくて、空き家対策に取り

組んだということで、相談窓口の相談件数といったものの件数は用意ができています。 

◎土森委員 工事前の相談窓口ができたところですか。 

◎大原住宅課長 工事までいっているものも数件はあると聞いていますけど、実績、戸数

としては今、把握していないです。 

◎土森委員 あと一つですけど、先ほど課長が言っていました全面的改善工事がどんな工

事か教えていただければと。 

◎大原住宅課長 階段室型の県営住宅の階段を一度取り払いまして、前に鉄骨で渡り廊下

を造って、それに各階にアクセスできるエレベーターをつけるという形をやっております。

なおかつ中の住戸につきましては、内装を全部造り変えてほぼほぼ新築になると。なので、

構造的な建物のコンクリートの部分は昔のままなんですけど、中身はほぼ新築に近い住宅

になっております。 

◎はた委員 関連して、県営住宅の改築には社会資本整備総合交付金でしたか。国の予算

は使えるようになっているんでしょうか。 

◎大原住宅課長 全面的改善工事なんかには、その交付金を使って工事をしております。 

◎三石委員長 質疑を終わります。 

以上で、住宅課を終わります。 

〈建築指導課〉 

◎三石委員長 次に、建築指導課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

◎土森委員 被災建築物応急危険度判定講習会をいつもやられているんですけど、高知県

内で判定できる建築士の方は今どのぐらいおられますか。 

◎橋本建築指導課長 令和４年度までの実績で1,196名の登録をいただいております。 

◎土森委員 県下にくまなくおるような感じですか。 

◎橋本建築指導課長 もともと建築の仕事をしておられる方がやはり高知市近辺に多いと
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いうことがありまして、東部、西部にはあまり多くないという状況ではあります。 

◎土森委員 災害が起きた場合は、いろいろなところで多分キャッチボールをして来てく

れると思うんですけども、しっかりそれをしていただければと思います。熊本地震のとき

には大分苦労したと聞いていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

◎寺内委員 耐震診断・改修促進事業費の中で、昭和56年以前に建設された沿道の建築物

ですね。その分に対する補助を県が市町村に行っていますけども、対象となる民間の建築

物が多いと思うんですけど、それなんかに対する県としての課題はどういったものが考え

られるんでしょうか。 

◎橋本建築指導課長 この事業自体が建築物の指定をする際に、所有者の方の意思を確認

せずに、状況から私どもが指定をしているような格好になっておりますので、所有されて

いる方の耐震改修をなさりたいという意思にばらつきがあるところが課題です。現実的に

も一定の費用負担をいただかないと改修が進まないことがありまして、御理解をいただく

のにずっと苦労してきているところです。 

◎寺内委員 補助率は、県のほうは４分の１以下になってくるんですか。その補助に市町

村が上乗せなりできるんですか。言うたら民間のほうは自分とこの負担がどれぐらいかと

いう補助率にもかかってくると思うんですけど、そのあたりはどんなですか。 

◎橋本建築指導課長 診断と改修のための設計までについては、限度額の範囲内であれば

所有者の方の負担なしにできる仕組みになっています。ただ、改修工事になりますと、所

有者の方が５分の１の自己負担をどうしてもしなくてはならないものになっております。 

◎三石委員長 質疑を終わります。 

以上で、建築指導課を終わります。 

〈建築課〉 

◎三石委員長 次に、建築課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

（なし） 

◎三石委員長 質疑を終わります。 

 以上で、建築課を終わります。 

〈港湾振興課〉 

◎三石委員長 次に、港湾振興課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

◎下村委員 クルーズ船の関係で食材調達のモニターツアーをやったというお話がありま

すけど、今までクルーズ船がかなりの回数来られていますけど、実際に高知県からの何か
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食材調達の実績的なものがあったのかどうか、もしもあれば、どういったものがどういう

形でということをぜひ教えていただきたい。 

もう１点がＩＮＡＰの関係ですけど、自分も実際、海外で参加したことがありますけど、

他国と高知港と比べて国の規模感にかなり差があるんですけど、そのあたりについて他国

から何らかの指摘なり、規模感の違いの関係でこういうお話等あったのかなかったのか、

そのあたりも含めて聞かせていただきたいと思います。 

◎藤井港湾振興課長 まずクルーズの食材調達の件です。特に実績がありました飛鳥Ⅱへ

の食材調達で四万十ポーク、それから高知アイスとかフルーツトマトが納品されておりま

す。 

もう１点、ＩＮＡＰの件ですが、規模の違いです。当初、平成10年スタート時はそんな

に差がなかったとお聞きしておりますが、現在、例えば青島港でしたら、コンテナ量でい

えば、高知に比べて2,500倍ぐらいの規模の差があります。それでも相手方は相手をしてい

ただいて、小さいねとは言わないです。実際フィリピンのスービック湾港の方は、よく整

理整頓されている港ですねということで、交流自体は人間と人間ですので、そこら辺で我々

今度は情報収集、大きい港にはかなり最先端のＩＴ関係も進んでおりまして、そういった

ことを勉強させていただこうと、特に相手方の情報を収集したいということで、積極的に

ＩＮＡＰを活用したいと考えております。 

◎下村委員 クルーズ船の関係は、本当に地消というか、自分たち高知の食材をぜひ知っ

ていただいて、その食材をもとにまた高知に来てもらえるきっかけをつくるとかですね。

チャンスを生む部分において、特にクルーズ船なんかは豪華な食材とか、そこでいろいろ

食事される方が次を求めるような仕組みの中に、ぜひこういう食材調達が組み込まれてい

ければさらにいいのかなというのを感想として持っているんで、ぜひ力を入れていただけ

るようにお願いしたいです。 

あとＩＮＡＰの関係ですね。今言われたように、当初から比べてかなり差をつけられた

ところがあるのかもしれないですけど。その関係で思ったのは、高知にとってみれば課長

が言われたように情報収集ができたりとか、いろんな意味で勉強できる機会に当たるんで

すけど、外国側から見て高知に来ることのメリットがだんだん薄れていってしまうのかな

とちょっと心配もしているところで、そこら辺が維持できるような形を。うちにとってみ

ればすごくありがたいことだなとは思っているんで、ぜひその方向で頑張っていただきた

いと思うところです。 

◎西内委員 平成29年度に策定した第２期高知新港振興プランなんですけども、令和４年

度で一旦終了していると思います。これに基づいて、コロナもあり、需給が激変したりと

か、いろいろ学ぶことがあったんじゃないかと思うんで、それを含めた総括ですね。これ

からそれをどう生かしていくかというのをお話しいただければと思います。 



- 40 - 

◎藤井港湾振興課長 第２期では達成できなかったこと、大体繰越しで第３期高知新港振

興プランへ引継ぎで掲げております。クルーズ船におきましては当初、第２期では100回と

いう目標を掲げておりましたが、コロナがありましてそこまで飛んでいない。今回、今年

度で57回予定ということで、100回までは届きませんが、50回を目標に安定してクルーズ船

を呼びたいと。特に、まだ高知新港に入ってない新規のクルーズ船を呼びたいということ

があります。 

それとコンテナ関係ですが、今回新規航路の誘致に成功して、ここからというところで

して、我々もこれからセールス活動をやっていかないかん。コンテナについては３万5,000

ＴＥＵという高い目標を掲げております。達成しなくても追い求める数字ということで頑

張ってまいりたいと考えております。 

◎久保委員 コンテナのことについてお聞きしたいんですけども、高知新港コンテナ利用

促進事業費補助金で繰越しが1,200万円余あって、赤いインデックスの資料を見たら、２月

補正で増やしちょって繰越しをしている。繰越しをしとっても、もう解消というか消費で

きちょったらいいんですけれども、この1,269万円は現時点ではどんなになっていますか。 

◎藤井港湾振興課長 交付申請が年度末になって、今実際まだ申請が上がってきていない

ので数字ははけていない状況です。 

 今はゼロという状況ですけれども、実際に使われている大口の取引先がおられて、十分

消化できる見込みです。 

◎久保委員 それと高知新港企業用地・高台用地企業立地促進事業費補助金ですけども、

全額繰越しをしてということで、赤いインデックスの資料を見たら、交付先が四国トラン

スポート株式会社ということですけども、この内容を教えていただけますか。 

◎藤井港湾振興課長 四国トランスポート株式会社ですが、まず全体の投資額が15億3,376

万円で、建物、設備で12億9,900万円。土地で２億3,476万円。このうち土地に対しては、

こちらの補助金が補助率10％で出ております。その他、この繰越しの内容である雇用奨励

金ですが、１人頭100万円、正規30人分の3,000万円は今年の現年化でやらさせていただい

ています。 

◎久保委員 要は、繰越しの１億五千万円余りは何に充てているんですか。 

◎藤井港湾振興課長 土地建物等の減価償却資産取得費に充てる予定です。 

◎久保委員 そしたら、少なくても今年度中に消化できるということでよろしいですね。 

◎藤井港湾振興課長 はい。 

◎はた委員 コンテナ貨物の取扱量なんですけれども、増える見込みがあるのかどうか、

また、令和３年と比較をした場合、令和４年度は減っているのか増えてるのか、その状況

はどうでしょうか。 

◎藤井港湾振興課長 令和３年度に比べて令和４年度は、荷入り貨物で２割減です。この



- 41 - 

たび令和５年度に新規航路を呼びまして現時点で、特にひどいときでは全体で91％まで下

がっておりました。しかしながら今現在、新規航路の効果で101％ということで、今後、増

える見込みで我々も頑張っております。 

◎はた委員 高知新港の土地利用の状況としては、コンテナのスペースとして余ってる状

況と受け止めていいでしょうか。 

◎藤井港湾振興課長 コンテナスペースとしてはまだ余裕があります。 

◎寺内委員 課長から説明があったように、ポートセールスは非常に頑張っていると賛意

を送りたいと思います。特に客船の分は頑張っていただいて。課長が言うように高知新港

は15回、宿毛湾港には５回、なかなか入りにくい足摺港にも１回入れてやっているんです

けど、足摺港自体が、非常にＳＡＴＯＵＭＩも近いところで、あそこの活用もまた大きな

ものやと思うんですけど。ポートセールスで足摺港への活用はどのようにお考えですか。 

◎藤井港湾振興課長 確かに、ちょうど今年もにっぽん丸が入ってきました。我々も行き

まして、近くにＳＡＴＯＵＭＩもありますし、非常にロケーション的にもいいところです

ので、積極的にオファーはしております。ただ、今回、ぱしふぃっくびいなすが事業をや

められたということが一つ残念かなと。しかしながら、にっぽん丸に付随する商船三井客

船ですけど、船を増やす予定ですので、今後もっとオファーをしたいなと考えております。 

◎寺内委員 他方、高知新港のほうが、今、７－３の岸壁で、仮設ですけれども対応をや

っている。そのときに７－１のほうは、今、言われるようにコンテナで頑張っている。７

－２については、石炭やＰＫＳが頻繁に入っている。今ポートセールスをしていて客船が

７－３だけだったらいいんですけれども、客船が２隻同時になった場合には、７－２を使

うようになるような形にならざるを得んと思うんです。７－１はコンテナバースですので

使わんから、７－２を使おうとしたときに、そこで貨物を、石炭でありＰＫＳをしとった

としたら、本来は貨物の取扱いでやっていくところの、客船のポートビジネスが一つの効

果もあるんですけども、令和４年度にはそういった岸壁の中で譲り合いというか、客船優

先になりますので、貨物のほうが移動するようなことがなかったかどうか、そういったと

ころを教えてもらいたいと思います。 

◎藤井港湾振興課長 令和４年度はなかったと記憶しているんですが、令和５年度はあり

ます。先に７－３が入っていまして、７－２に入れてもらえないかとか、そういうことも

ありまして、そこはもう貨物船のほうに御無理を言いまして空けてもらっているような状

況です。 

◎寺内委員 そこは今後の課題だと思いますので、また検討していただきたいと思うんで

す。高知新港の新たな開発になろうと思いますので、本来の貨物の扱いということもかか

ってくると思います。 

◎大石副委員長 決算なんで外れるんですけど、確認ですけれども、下村委員からのＩＮ
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ＡＰ（イナップ）の話がありましたけれども、このＩＮＡＰ（イナップ）はインターナシ

ョナルポートの略称だと思うんですけれども、この間、知事も何か会合のときにＩＮＡＰ

（アイナップ）、ＩＮＡＰ（アイナップ）とずっと言っていて、下村委員も今ＩＮＡＰ（ア

イナップ）とおっしゃっていましたけど、県のホームページには通称ＩＮＡＰ（イナップ）

とずっと明記されていますし、これまでもＩＮＡＰ（イナップ）で来たのに、何で突然知

事が言い出して、下村委員も今ＩＮＡＰ（アイナップ）と言っていましたけど、これどち

らが正しいんですか。 

◎藤井港湾振興課長 日本人はＩＮＡＰ（イナップ）で海外の方はＩＮＡＰ（アイナップ）

と呼ばれてますね。ローマ字か英語かというところ。 

◎大石副委員長 どちらでも正しいということですか。じゃあ下村委員が国際派というこ

とでいいですね。 

◎三石委員長 質疑を終わります。 

以上で、港湾振興課を終わります。 

〈港湾・海岸課〉 

◎三石委員長 次に、港湾・海岸課について行います。 

（執行部の説明） 

◎三石委員長 質疑を行います。 

◎はた委員 重要港湾改修費及び港湾調査費についてお聞きをします。この港湾調査費の

目的はどういうことでしょうか。 

◎吉永港湾・海岸課長 今回の港湾調査費としては、高知港における港湾計画を改定する

に当たっての資料収集のために委託した経費を計上させていただいております。 

◎はた委員 港湾計画の改定ということですが、現状の港湾計画にどうして改定が必要な

のか、またどういう改定、方向性を目指すのかというのもお願いします。 

◎吉永港湾・海岸課長 港湾計画については、一定の整備をしていく中で長期構想といっ

て、10年から20年程度のビジョンがありまして、それを実現するために港湾計画を定めて

おります。今回、港湾計画の改定に当たっては、今、三重防護でやっております津波防波

堤、これは海岸保全施設で港湾施設ではないですが、それをしっかりと位置づけて、今後

この三重防護にしっかりと取り組んでいくという意思表明的なものとして、港湾計画を取

り入れさせていただいております。 

◎はた委員 つまり港湾調査費というのは、長期的に港を防災のために活用していくとい

うことを、改定などで盛り込んでいくということでしょうか。 

◎吉永港湾・海岸課長 港湾調査費というのは県単の事業でして、港湾それぞれ整備して

いく内容を整理していくということでこの調査費を入れております。昨年度につきまして

は、高知港の港湾計画にはなっておりますが、今後は宿毛湾の港湾計画とかの改定作業も



- 43 - 

出てきますし、港湾ＢＣＰ、繰越しのほうで説明させていただきましたが、台風とか地震

についてどういう事業計画をしていくのか、今後はまた脱炭素化という形でＣＮＰという

計画も立てていく、そういう予算を使っていくのが港湾調査費となります。 

◎はた委員 国直轄港湾事業費負担金というのもあるんですけれども、これと港湾ＢＣＰ

を策定していくことはどういうふうに連動しているんでしょうか。 

◎吉永港湾・海岸課長 直接影響はないですけれども、例えば直轄負担金でやっています

高知港とか宿毛湾港、須崎港につきましては津波防波堤として、津波時に越波をある程度

弱める、津波のエネルギーを減衰させることによって、船をどういうふうに避難するのか、

あと高知港であれば被災後において港湾機能を維持していかないといけない部分がありま

すので、事業所の事業計画とかには反映していけると考えております。 

◎はた委員 本来、港湾調査が行われて議論の末、ＢＣＰの改定だとかいったものができ

てから、国直轄であれ工事をどうしていくかという話になるんではないかと思うんですが、

同時並行的なというか、後からＢＣＰをつくっていくという流れについてはどうお考えで

しょうか。 

◎吉永港湾・海岸課長 防波堤を整備することによって、より静穏度が上がるということ

になれば当然、係留している船舶とかも避難を考えられる部分もありますので、やはり港

湾整備と一緒になって事業計画を立てていくことが、その部分に合った整備計画、併せて

また港湾ＢＣＰという計画もあるんで、それはハードとソフトが一体となってやっていか

ないといけないと考えております。 

◎はた委員 そうすると令和４年度の予算にあります国直轄港湾事業負担金というのは、

県としては調査をしない段階で国に対して求めた工事と受け止めていいでしょうか。 

◎吉永港湾・海岸課長 それとはちょっと違っておりまして、港湾というのは、係留した

り、先ほどはクルーズ船とかがありまして、やはり港湾としての役割を持っていくときに

外郭施設が必要ですので、そういうものをやっていくということ。あと外郭施設ができた

ことによって利用も変わってくるし、津波被害も影響してくる部分があるので、それを検

証していって今後どういうふうに事業計画を立てるかという形になりますので、やはり整

備が重要でして、それに合わせてソフトもという話になるので、本当に港湾を使いながら

やらないといけない部分がありますので、やはり国の整備は、私どもとしては本当に役に

立っておりますし、経済活動を支える商工の役割としての港湾は一緒に整備していただく

ことになるかと思います。 

◎寺内委員 県民の命を守るために、特に津波対策で防波堤、堤防の整備をしていただい

て非常に大事なところだと思うんで確認させてもらいたいと思うんですけど。高知港につ

いては三重防護で、浦戸湾の中の高知市民を守るという説明もあったところなんですけど

も、令和４年度の作業を確認しておきたいんですけどね。浦戸湾に津波を入れないで防御
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していく、粘り強い化もしていただいて、高知港はＬ字型になっているのでなかなか津波

も入りにくいんですけども、入っていって今度は引き波があるんですね。引き波がどこへ

帰ってくるかいうたら浦戸漁港のほうですね。浦戸漁港と赤松漁港のほうに返ってくるん

ですけど、そこに今大型底引き漁船等が、船団が放置されて、特に浦戸漁港のほうは住民

がいます。作業していただいてありがたいけども、この船をもう何とかしてほしいという

のが長年のことで、令和４年度も動いてくれたと思うんですけども、この使われない危険

な船、放置された船への対処を令和４年度どのようにされたんか教えてくれますか。 

◎吉永港湾・海岸課長 浦戸湾のところの底引き船が４隻か５隻ぐらいあると聞いており

ます。そこの船につきましては所有者が分かっております。所有者に速やかに撤去してほ

しいと十数年前からずっと指導させていただいているのが実態でして、交渉については、

今、直接の所有者ではなく、息子さんに代替になっていますが、その方からはのけていき

たいという意向は聞いておりますけれども実際実現はしていないのが現状です。引き続き

出先であります高知土木が一生懸命汗をかいておりますので、私どももしっかりとフォロ

ーしながら、また状況も確認しながら、あと一番困るのは地元の方だと思いますので、地

元の方に状況もしっかりお伝えしながら、地元の方と一緒になって、撤去に向けて取り組

んでいきたいと考えております。 

◎寺内委員 令和４年も頑張ってやってくれているところで、他方、使われてない船であ

りますけども、廃船と言えるところもあろうかと思うんですよ。放置状態ですけど、管理

しとると口だけであって指導していないとこありますんで、それこそ司法の力で、海の警

察、海上保安庁の力も借りるべきだと思うんですけど、海上保安庁との連携は、要請なん

かはされているんでしょうか。 

◎吉永港湾・海岸課長 所有者が決まっていれば所有者のほうに、所有者が分からない部

分については簡易な執行で取り組んでいくところがあるんですが、今回、御指摘されたこ

とについては所有者が分かってるということになると、直接その方にのいていただかない

といけないので、そこはやはり先ほど言った海の警察である海上保安部の力を借りて、ど

うしてものかない場合は行政代執行とかそういう手続等もやっていかないといけない部分

はあります。海上保安部については、しっかりと情報共有とか現地の状況も報告させてい

ただいておりますので、一緒になって取り組んでいきたいと考えております。 

◎三石委員長 質疑を終わります。 

以上で、港湾・海岸課を終わります。 

これで、土木部を終わります。 

以上をもって、令和４年度一般会計及び特別会計の決算審査は、全て終了いたしました。

次回は11月29日水曜日に開催し、決算審査の取りまとめを行います。開会時刻は、10時と

いたします。 
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これで、本日の委員会を閉会いたします。 

   （16時52分閉会） 

 


